
����年７月��日, フランス側にあってはルイ・ボナパルトのボナパルティズムにもとづく王
朝戦争として, ドイツ側ではビスマルクがやはりボナパルティズムを敷くなかで仕組んだ防衛

戦争として開始されたフランス・プロシア戦争は, フランス・ボナパルティズムの敗亡ののち,

パリ・コミューンを産み出した｡ その経過を辿ると, 以下のようにドラマチックな激変の様相

を呈している｡ すなわち９月１‒２日, スダンの会戦でフランス軍が壊滅｡ ボナパルト, 捕虜

となる｡ 第二帝政, 崩壊｡ ９月４日, パリの民衆はただちに共和制＝第三共和制を宣言, 国防

(仮) 政府が成立する｡ だがドイツ軍は戦争を続行しパリを包囲, 防衛戦争は侵略戦争へ転化｡��年１月��日にはヴェルサイユでドイツ帝国が成立, １月��日には降伏協定が調印され休戦｡
２月８日に正式講和条約締結のため国民議会の選挙｡ ２月��日, ティエール内閣が発足｡ ２月��日, 仮講和条約調印｡ ３月��日, 国民軍中央委員会が正式に発足｡ ３月��日, ティエール,
モンマントルに据えられていた国民軍の大砲を夜襲によって奪取しようとして失敗, 内乱開始｡

政府はヴェルサイユに逃亡｡ ３月��日, 普通選挙権にもとづくコミューンの選挙｡ 翌��日, パ
リ・コミューンが宣言される１)｡

��
先般, 拙稿を ｢資本主義から協同社会主義への移行過程 古典家たちはいかに捉えていたか ｣ と

いうタイトルで 『立教経済学研究』 に (上), (中), (下) の３回にわたって掲載させていただいた｡ すな

わち ｢Ⅰ. はじめに Ⅱ. マルクスの移行過程論 １. 『共産党宣言』 の移行過程論｣ を (上) として第��巻第４号に, ｢２. 『ノーツ・トウ・ザ・ピープル』 論説の移行過程論｣ を (中) として第��巻第１号に,
｢３. 第１インターナショナル期の移行過程論｣ を (下) として第��巻第２号に, それぞれ分載させてい
ただいた｡ 立教大学経済学研究会の内規では連載原稿は３回を限度とするので, 続稿 ｢パリ・コミューン

期の移行過程論 続・資本主義から協同社会主義への移行過程 (上) ｣ を本号＝第��巻第３号に
｢晩年期のマルクスの移行過程論 続・資本主義から協同社会主義への移行過程 (下) ｣ を第��巻
第４号に, 分載させていただくことにした｡ したがって当初のタイトルは付されていないが, マルクスの

移行過程論の論説としては一体のものである旨, お断りする次第である｡

パリ・コミューン期の移行過程論
続・資本主義から協同社会主義への移行過程 (上)

小 松 善 雄

１) パリ・コミューンへの衝迫を促した経済的・政治的背景については, 本池立 ｢フランス第二帝政か

ら第三共和制へ｣ (岩波講座 『世界歴史�� 近代世界の展開Ⅳ, ����年) 参照｡ またコミューンの成
立・敗滅過程については, 桂圭男 ｢パリ・コミューン｣ (同) 参照｡ 桂氏は, 当該論文を当時のマル

クス主義史学の常識にしたがって ｢����年晋仏戦争の戦禍の中で成立したパリ・コミューン政権は,
マルクス主義者によってロシア革命の先駆をなす社会主義的革命政権として位置づけられている｣
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パリ・コミューンは史上最初の ｢プロレタリア革命｣ (村田陽一 『フランスにおける内乱』,

国民文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���ページ. ����Ⅰ���, ������) であり, コミュー
ン制度は ｢社会に寄食してその自由な運動を妨げている国家寄生体のためにこれまで吸い取ら

れていた力のすべてを社会の身体に返還｣ (国民文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���ページ.����Ⅰ���, ������) することを意図し, ｢生産者の自治 (������������������������������)｣ (国民文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���ページ. ����Ⅰ���, ������) の実現に
努めたが, その試みは��日間の存続ののち, ティエールがパリを血の海のうちに溺れさせるな
か終結されられたのである｡

１) コミューンと ‶可能" な共産主義

それではパリ・コミューンとは何だったのか｡

『フランスにおける内乱』 の原文は英語で書かれているが, マルクスはその第３章で, コミ

ューンの ｢秘密｣ ＝本質を以下のように規定する｡

｢コミューンの本当の秘密は, こうであった｡ それは, 本質的に労働者階級の政府であり,

横領者階級に対する生産者階級の闘争の所産であり, そのもとで労働の経済的解放 (�������������������������������) を成し遂げるための, ついに発見された (����������������)
政治形態であった｡

この最後にあげた条件 [労働の経済的解放] がなければ, コミューン制度は不可能であった

ろうし, 迷妄であったろう｡ 生産者の政治的支配と生産者の社会的奴隷制の永久化とは両立す

ることはできない｡ だから, コミューンは, 諸階級の, したがってまた階級支配の存在を支え

ている経済的土台を根こそぎ取り除くための槓
て

杆
こ

(�����) とならなければならなかった｡ 労
働が解放されれば, 各人はみな労働者となり, 生産的労働は階級的属性ではなくなる｣ (国民

文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���ページ. ����Ⅰ���, ������)｡
つまりコミューンは本質的に労働者の政府であるが, コミューン政府＝ ｢生産者の政治的支

配｣ と ｢生産者の社会的奴隷制の永久化｣ とは ｢両立できない｣ のであるから, コミューンが

｢労働の経済的解放を成し遂げるための, ついに発見された政治形態｣ であるという自己の歴

史的任務を果たそうとすれば, ｢諸階級の, したがってまた階級支配の存在を与えている経済

的土台を根こそぎ取り除くための槓杆｣ とならなければならない｡

それでは労働の経済的解放はどのようにして成し遂げられるのであろうか｡ マルクスは続く

一節において労働の経済的解放とはほかならぬアソシエーション共産主義＝協同組合共産主義

を実現することにあることを一点の疑問もなきよう, これ以上の明晰さでもって語ることが不

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

(���ページ) という一文をもって始められているが, 拙稿はロシア革命は社会主義に関してはパリ・
コミューンのアソシエーション社会主義＝協同組合社会主義志向を継承しなかったことを明らかにし

ようとするものである｡
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可能なほどの明晰さで定式化している｡

｢奇妙なことである｡ この��年間, 労働の解放についていろいろ大法螺が吹きたてられ, 山
のような文献が書かれたにもかかわらず, 労働者がどこかでこの問題を本気に自分の手に取り

上げるやいなや, 資本と賃金奴隷制という両極 (地主はいまでは資本家の匿名組合員にすぎな

い) をもつ現在の社会の代弁者たちは, たちまちあらゆる弁護論的な決まり文句を叫びたてる｡

[……] 彼らは叫ぶ｡ コミューンは, あらゆる文明の基礎である所有を廃止しようとしている,

と！ いかにも, 紳士諸君, コミューンは, 多数の人間の労働を少数の人間の富と化する, あ

の階級的所有を廃止しようとした｡ それは収奪者の収奪を目標とした (��������������������������������������������)｡ それは, 現在, 主に労働を奴隷化し搾取する手段とな
っている生産手段, すなわち土地と資本とを自由な生産協同組合労働の純然たる道具 (����������������������������������������) に変えることによって, 個人的所有を真実に
しようと望んだ (��������������������������������������) だが, それは共産

主義だ, �不可能な�共産主義だ！という｡ ところで, 支配階級のなかでも, 現在の制度が維
持できないことを悟るだけの聡明さをもっている者 そして, そういう人は沢山いる は,

協同組合的生産 (����������������������) の押しつけがましい, 声高の使徒になっている｡
もし協同組合的生産が欺瞞や罠に留まるべきではないとすれば, もしそれが資本主義制度にと

って代わるべきものとすれば, もし協同組合諸団体の連合体が一つの共同計画にもとづいて全

国の生産を調整し, こうしてそれを自分の統制のもとにおき, (����������������������������������������������������������������������������������������������������������) 資本主義的生産の宿命である不断の無政府状態と周期的痙けい攣れん [恐慌] とを終わ
らせるべきものとすれば 紳士諸君, それこそは共産主義, �可能な�共産主義でなくて何
であろうか！｣ (国民文庫, ��‒��ページ｡ 『全集』 第��巻, ���‒���ページ｡ ����Ⅰ���, �����‒����『全集版』 では ｢労働の解放｣ にアステリが付されていて, こう注記されている｡

｢＊����年のドイツ語版では, 『労働者の解放』 となっている｣２)｡

パリ・コミューン期の移行過程論 ��

２) レーニンは, その生涯においてパリ・コミューンを主題としたメモ・論文を４つ残している｡ その

うち, もっとも早いものは����年に開かれたロシア社会民主党第２回大会後の����年に記された ｢パ
リ・コミューンに関する講演の摘要三篇｣ で, この 『フランスにおける内乱』 の要約メモといえる第

一の摘要では ｢経済的改革｣ の節のうち ｢寄食者と放蕩者のパリの労働者のパリへの改造｣ の見出し

の下に ｢４月��日, 放棄された工場を労働者の協同組合に引き渡す 工場の統計調査｣ という項が

あり, 第二の摘要でも ｢経済的改革｣ の節で ｢空き工場の労働者への引渡し｣ の項がある｡ しかし第

１, 第２, 第３の摘要のいずれにも４月��日の放棄工場の徴発令と結びつけた ｢�可能な�共産主義｣
への言及はない (『レーニン全集』 第��巻, ���‒���ページ)｡
第二は, ����年２～３月に執筆された ｢コミューンに関する講演プラン｣ で, そこでも 『フランス
における内乱』 に依拠して ｢コミューンの経済的措置｣ として ｢放棄された工場の登録, 仲裁委員会

の決定した補償金を払って労働者の協同組合に移譲｣ (『全集』 第８巻, ���ページ) が挙げられてい
るが, ４月��日の放棄工場の徴発令と結びつけた ｢�可能な�共産主義｣ への言及はみられない｡
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すなわちコミューンは ｢多数の人間の労働を少数の人間の富と化する [……] 階級的所有｣

を廃止しようとした｡ つまり ｢収奪者の収奪｣ を ｢目標｣ としたが, そのことは, ｢現在, 主

に労働を奴隷化し搾取する手段となっている生産手段｣ ＝ ｢土地と資本｣ を ｢自由な生産協同

組合労働の純然たる道具に変えること｣ によってであるという｡ それでは ｢生産手段｣ ＝ ｢土

地と資本｣ を ｢自由な生産協同組合労働の純然たる道具に変えること｣ とはいかなる経済・社

会システムを採ることによって果たされるかといえば, それは ｢協同組合諸団体の連合体が一

つの共同計画にもとづいて全国の生産を調整し, こうしてこれを自分の統制のもとにおく｣ こ

とによってである｡ そしてこれこそが ｢�可能な�共産主義｣ であり, そのもとで, はじめて
｢個人的所有｣ が ｢真実化｣ し, ｢不断の無政府状態と周期的痙攣 [恐慌]｣, つまりは景気循環

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��
第三は, ����年革命における��月蜂起の敗北後の����年３月��日付 『ザグラニーチナヤ・ガゼータ』
第２号に掲載された ｢コミューンの教訓｣ で ｢ロシアのプロレタリアートは, パリ・コミューンがそ

の端緒をひらいた闘争方法と同じ闘争方法, すなわち内乱に訴えなければならなかった｣ (『全集』 第��巻, ���ページ) と述べ, 内乱の正当性を擁護している｡
第四は, パリ・コミューン宣言��周年を記念して����年４月��(��) 日, 『ラボーチナヤ・ガゼー

タ』 第���号に掲載された ｢コミューンの思い出｣ で, そこでレーニンは ｢コミューンの運動は, 不

可避的に社会主義的な色合いを帯びなければならなかった｡ すなわちブルジョアジーの支配, 資本の

支配の打倒を, 現代社会制度の基礎そのものの破壊をめざさなければならなかったのである｣ (『全集』
・・

第��巻, ���ページ) を述べ, コミューンの採った経済的・社会的措置を述べた部分では, 以下のよ
うにも述べている｡ ｢純社会的な分野では, コミューンはわずかなことしかやることができなかった｡

だが, それにもかかわらず, そのわずかなことが, 人民の政府, 労働者の政府としてのコミューンの

性格を十分に明らかにしている｡ すなわち, パン屋の夜業は禁止され, 法制化された労働者略奪の手

段である罰金制度は廃止され, 最後に有名な布告 (命令) が発布された｡ この布告によると, 経営者

が捨て去るか, 休業させていたすべての工場と仕事場は, 生産を再開するために労働者の協同組合に

委譲された｣ (同, ���ページ)｡
この記述は 『フランスにおける内乱』 の当該箇所にもとづく記述 マルクスが ｢人民による人民

の政府が進むべき方向を示す｣ といっている部分が ｢人民の政府, 労働者の政府としてのコミューン

の性格を十分に明らかにしている｣ と特徴づけられている であるが, 放棄工場の徴発令 放棄

工場の労働者生産協同組合への委譲こそが ｢�可能な�共産主義｣ の経済的内実をなすものであるこ
とへの認識が欠如している｡ したがって放棄工場の労働者生産協同組合への委譲こそがコミューンの

運動に不可避的に ｢社会主義的色合い｣ を帯びさせ, ｢資本の支配の打倒｣ ‒ ｢現代社会制度の基礎そ
・・

のものの破壊｣ をめざす出立点であったことへの明示的な認識は示されていない｡

以上のレーニンの４つのパリ・コミューン論のうち, ４番目の ｢コミューンの思い出｣ は �可能
な�共産主義論にもっとも近接した認識を示しているが, 第１番目の ｢パリ・コミューンに関する講

演の摘要三篇｣ における �可能な�共産主義論の見落としは, 終生, 正されることがなかったといえ
る｡

したがって福本和夫氏が論文 ｢社会主義と農・工両門の生産協同組合の問題｣ で ｢レーニンもまだ

『国家と革命』 では生産協同組合のことに, 全然ふれていない｣ (『マルクス主義公論』 第��号, ����
年７月, ９ページ) と訝っておられるが, レーニンのパリ・コミューン論は �可能な�共産主義
アソシューション共産主義＝協同組合共産主義論が欠落している以上, そのことは望むべくもなかっ

たのである｡
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と恐慌とが終焉する｡

ではこのシステムが, なぜ, �不可能な�共産主義ではなくて �可能な�共産主義であると
いえるのか｡

それはパリ・コミューンの労働者たちが資本主義から協同組合共産主義の移行過程に関して,

以下の認識にたって行動しているからである｡

｢労働者階級はコミューンに奇跡を期待しなかった｡ 彼らは, 人民の命令によって [�����′�������������] 導入されるような, できあいのユートピアを何ももっていない｡ 自分自身の
解放を成し遂げ, それとともに, 彼らは, 現在の社会がそれ自身の経済的作因 (������������������) によって不可抗的に指向している, あのより高度な形態をつくりだすためには, 労
働者階級は長期の闘争を経過し, 環境と人間をつくり変える一連の歴史的過程を経過しなけれ

ばならないことを知っている｡ 彼らのなすべきことは何らかの理想を実現することではなく,

崩壊しつつある古いブルジョア社会そのものの胎内にはらまれている新しい社会の諸要素を解

放することである｣ (国民文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���ページ. ����Ⅰ���, ������)｡
それではコミューン政府は ｢現在の社会がそれ自身の経済的作因によって不可抗的に指向し

ている, あのより高度な形態をつくりだす｣ べく ｢崩壊しつつある古いブルジョア社会そのも

のの胎内にはらまれている新しい社会の諸要素｣ をいかに解放したか｡ このことを端的に示す

ものが, コミューン政府が ｢諸階級の, したがってまた階級支配の存在を支えている経済的土

台を根こそぎ取りのぞくための槓杆｣ となって ｢人民による人民のための政府の進むべき方向

を示す｣ 措置として, 夜業の廃止, 罰金制度による賃金の切り下げの禁止を並んで, 資本家が

放棄した作業場・工場の労働者生産協同組合への引渡し措置をとったことである｡

｢コミューンの偉大な社会的方策は, 行動するコミューンそのものの存在であった｡ コミュ

ーンの個別的な諸方策は, 人民による人民の政府の進むべき方向を示すことしかできなかった｡

そういう方策に入るのは, パン焼職人の夜業を廃止したこと, 雇い主がいろいろな口実で彼ら

の労働者に罰金を科して賃金を切り下げる習わし 雇い主が立法者と裁判官と執行吏の役割

を一人で兼ね, おまけに金までくすねる処置 を罰則を設けて禁止したことである｡ この部

類に入るもう一つの方策は, 当の資本家が逃亡したと作業中止の道を選んだとを問わず, 閉鎖

されたすべての作業場と工場を, 補償を支払うという留保づきで, 労働者の諸生産協同組合

[���������������������] に引き渡したことであった｣ (国民文庫, ��ページ. 『全集』 第��巻, ���‒���ページ. ����Ⅰ���, ������)｡
すなわち放棄作業場・工場を拠点として ｢自由な生産協同組合労働の道具｣ として労働者生

産協同組合がつくられ現実に協同組合的生産をなしうる措置をとったことにある｡

以上が 『フランスにおける内乱』 本文のアソシエーション共産主義論と資本主義から協同組

合共産主義への移行過程論に関する叙述であるが, ここには一つの共同計画にもとづく全国の

生産の調整を協同組合諸団体の連合体が主体として統制をおこなうという形でその作動メカニ
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ズムの骨幹が実行可能なものとして現実化されつつあったことが語られている｡

２) 第一草稿の社会主義論・移行過程論

ところで 『フランスにおける内乱』 の作製過程をみると, 『内乱』 本文は, じつは, 第一草

稿, 第二草稿にもとづく第三稿＝完成稿である｡ いわば二層の草稿の累積の上に成り立ってい

る｡ そこで本文のいっそう充全な理解のためにはこれら草稿類をみておかなければならない｡

これらの草稿のうち第一草稿には本文で略された記述をより詳細に述べているだけでなく本文

のアソシエーション共産主義論とその移行過程論の原型といってよい論述がみられる｡ そこで

第一草稿の執筆過程に即して, その関連部分を提示しておこう｡

第一草稿ではまず ｢コミューン �) 労働者階級のための方策｣ に放棄作業場・工場の労働
者生産協同組合への引渡し措置に関するより詳しい叙述がみられる｡

｢パリには, 持ち主が逃亡したため閉鎖された作業場や工場がたくさんある｡ これは, 産業

資本家の慣用手段である｡ 彼らは, 自分たちには 『経済学の諸法則の自然発生的な作用にもと

づいて』, 労働充用の条件として労働から利潤を引き出す権利があるだけでなく, さらに

勝利した革命が彼らの 『制度』 の 『秩序』 を脅かす場合には, いつでも人為的な危機を引き起

こすために 労働をまったく休止させ, 労働者を街頭に放りだす権利がある, と考えている｡

コミューンは, まことに賢明なことであるが, さまざまな職業 [������] から選ばれた代表た
ちと協力して, 放棄された作業場や工場を労働者の協同組合諸団体 (����������������������������) に引き渡す方法を研究するコミューンの一委員会を任命した｡ この場合, 逃亡した
資本家には, 若干の補償が与えられることになっていた (４月��日)｡ (この委員会はまた, 放
棄された作業場についての統計をつくる任務をもっていた)｣ (国民文庫, ���ページ. 『全集』
第��巻, ���ページ. ����Ⅰ���, �����)｡
ちなみに 『全集』 第��巻には ｢さまざまな職業｣ (������) に村田陽一氏の訳者注のアステ

リが付されていて, 以下の注記が添えられている｡

つぎに第一草稿の ｢コミューンの性格｣ と題された注目すべき一節には, コミューンの ｢秘

密｣・本質＝ ｢労働の経済的解放｣ のために ｢ついに発見された政治形態｣ という歴史的任務

にかかわる叙述, アソシエーション社会主義＝協同組合社会主義論, および移行過程にかかわ

る叙述の双方の原型がみられる｡

｢コミューンは, 社会的解放の政治形態, 労働者自身によってつくりだされた労働手段や自
・・・・・ ・・・・・・・・・・

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

｢＊４月��日付のコミューンの政令の原文では, ���������������������������′���, すなわち 『労働

者総代会議』 となっている｡ 労働者総代会議は, 第二帝政末期の����年に許可されたもので, 職業別の労
働者の委員会である｡ それまでフランスでは団結は違法とされ, 労働組合の設立は許可されなかったが,

労働者の強い要求で, 政府はすでに非合法に存在していた総代会議の法的承認を余儀なくされたのである｣

(���ページ｡ ただし, 木下賢一 『第二帝政とパリ民衆の世界』 [山川出版社, ����年] では, ���������������������������′���) を ｢労働組合評議会｣ と訳しているので, 以下, これに従う)｡
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然の賜物である労働手段の独占者たちの纂奪 (奴隷制) から労働を解放するための政治形態で
・・・・

ある｡ 国家機構と議会制度が, 支配階級の真の生活ではなく, 彼らの支配の組織的な総体的機

関にすぎず, 古い秩序の政治的保障, 形態および表現にすぎないのと同様に, コミューンも,

労働者階級の社会的運動, したがってまた人類の全般的再生の社会的運動ではなく, その組織

的な行動手段である｡ コミューンは階級闘争を廃止するものではない｡ 労働者階級は, 階級闘

争を手段として, すべての階級と, したがってまたすべての階級 [支配] とを廃止することに

努めるのである｡ (というのは, コミューンは特殊的な一利益を代表するものではないからで

ある｡ それは, 『労働』 すなわち, 個人生活と社会生活の基本的な自然的条件 の解放

を代表する｡ 纂奪と欺瞞と人為的な仕組みとによってはじめて, 少数者が労働を多数者に負担

させることが可能となるのである)｡ しかし, コミューンは, この階級闘争がもっとも合理的

で人道的な方法で (����������������������������) その様々な局面を通過するこ
とのできる合理的環境 (��������������) をつくりだす｡ それが激烈な反動と, 同様に激烈
な革命とをよびおこすこともありうるのである｡ コミューンは, 一方では国家寄生者の不生産

的で有害な活動をやめさせ, 国家怪物の給養のために国家生産物の膨大な部分を犠牲にする源

泉を断ち切ることによって, 他方では, 地方でも, 全国的にも, 真の行政活動を労働者並みの

賃金で果たすことによって, 労働の解放 コミューンの偉大な目標を開始する｡ だから, コ
・・・・・

ミューンは, 膨大な節約をもって, 経済的改革および政治的改造をもって, その活動を開始す

る｡ [……]

労働者階級は, 彼らが階級闘争の様々な局面を経過しなければならないことを知っている｡

労働の奴隷制の経済的諸条件を自由な生産協同組合労働 (�����������������������) の諸
条件と置き換えることは, 時間を要する漸進的な仕事でしかありえないこと (経済的改造 [�������������������������]), それには, 分配の変更だけでなく, 生産の新しい組織が必要で
あること, あるいはむしろ現在の組織された労働にもとづく社会的生産諸形態 (現在の工業に

よって生み出された) を, 奴隷制の枷から, その現在の階級的性格から救いだして (解放して),

全国的および国際的に調和ある仕方で結合する必要があることを, 彼らは知っている｡ この再

生の仕事が, 既得権益と階級的利己心の抵抗によって, 再三再四, 遅らされ阻止されるであろ

うことを, 彼らは知っている｡ 現在の 『資本と土地所有の自然諸法則の自然発生的な作用』 は,

『奴隷制の経済諸法則の自然発生的な作用』 や 『農奴制の経済諸法則の自然発生的な作用』 の

場合と同様に, 新しい諸条件が発展してくる長い過程をつうじてはじめて, それを 『自由な生

産協同組合労働の社会経済の諸法則の自然発生的な作用』 (��������������������������������������������������������������������������) と置き換えることができる
ことを, 彼らは知っている｡ しかし, それと同時に, 政治的組織のコミューン形態によって一

挙に巨大な前進を [おこなうことが] できること, そして, その運動を労働者階級自身と人類

のために開始すべき時がきていることをも, 彼らは知っている｣ (国民文庫, ���‒���ページ.
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『全集』 第��巻, ���‒���ページ. ����Ⅰ���, ����‒���)｡
この ｢コミューンの性格｣ に続く ｢農民｣ の節でも農民労働と農民的所有と対比して前記の

引用とほぼ同主旨の叙述 専制化された仕方で組織された労働と生産者を搾取し奴隷化する

手段として集中されている生産手段を自由な生産協同組合労働の形態と社会的に所有された生

産手段に変えることの必要性に関する叙述がみられる｡

｢プロレタリアートの熱望, 彼らの運動の物質的基礎は, 大規模に組織された労働 現在

では, 専制的な仕方で組織されているとはいえ と集中された生産手段 現在では, 独占

者の手に集中され, しかも生産手段としてだけでなく, 生産者を搾取し奴隷化する手段として

集中されているとはいえ とである｡ プロレタリアートのなすべき仕事は, この組織された

労働, およびこの集中された労働手段が現在もっている資本主義的な性格を変え, それらを,

階級支配と階級搾取の手段から, 自由な生産協同組合労働の形態 (���������������������������) と社会的生産手段 (�����������������������) とに転化することである｣ (国民
文庫, ���ページ, 『全集』 第��巻, ���ページ｡ ����Ⅰ���, �����)｡
それと同時に, ここでは農民的小土地所有にかかわって個人的所有の真実化命題の理解に示

唆を与える叙述も見い出される｡

｢フランスの農民的所有は, すでにずっと以前にその正常な段階 すなわち, 農民的所有

が現実であった段階, それが社会の経済的必要に応じており, 農村の生産者そのものを正常な

生活条件のもとにおく生産様式, 所有形態であった段階 を越えて発展している｡ それは衰

退期に入っている｡ [……] 生産様式そのものが, 近代の農学の進歩によって時代遅れになっ

てしまったのだ｡ 最後に, 農民的所有そのものが名目的になってしまい, 農民に所有の幻想を

残しながら, 農民から彼ら自身の労働の果実を収奪している｡ [……] コミューンは, 農民の

名目的な土地所有を彼ら自身の労働の果実の真の所有権 (����������������������������������������) に転化することができ, 真の独立生産者としての農民の地位を破壊すること
なしに, 近代農学の恩恵 社会的必要によって要請されたものでありながら, 現在では, 敵

対的な力として日々に農民を侵害しているところの に農民をあずからせることのできる唯

一の政府形態である｣ (国民文庫, ���‒���ページ. 『全集』 第��巻, ���‒���ページ. ����
Ⅰ���, �����)｡
さらに ｢コント派の見解｣ と題された断章をみると, 『フランスにおける内乱』 の本文で

｢コミューンは, あらゆる文明の基礎である所有を廃しようとしている｣ と呼ぶ ｢現代の社会

の代弁者たち｣ とは, 主として当時, フランスで流布されていたコント派の見解を諷したもの

であることを知りうる｡

コント派の見解

現存の経済制度についてまったく無知な人間が, この制度を労働者が否定するいわれを理解

することなどなおさらできないのは, いうまでもない｡ 労働者階級のめざす社会改造が, 現在
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の制度そのものの必然的な歴史的な不可避の所産であることが, 彼らには, もちろん, 理解で

きない｡ 彼らは, 『財産 [所有]』 (��������) の廃止の脅威について, 非難の口吻で語ってい
る｡ なぜなら, 彼らの目からみれば, 彼らの現在の階級的な所有形態 一時的な歴史的な形

態 が財産 (所有) そのものであり, したがって, この形態を廃止すると財産 (所有) を廃
・・

止することになるからである｡ いま彼らが資本の支配と賃労働制度との 『永久性』 を擁護して

いるように, もし彼らが封建時代または奴隷制時代に生きていたなら, 封建制度や奴隷制度を,

事物の本性に基礎をおく制度として, 自然からひとりでに生まれてくる制度として擁護したで

あろうし, その 『行きすぎ』 に対して激しい非難を加えながらも, 同時に, それらの制度が廃

止されるであろうという予言に対しては, 彼らの無知の高みから, それらの制度は 『永久的』

だとか 『道徳的抑制』 (『拘束』) によって是正されるという教義で答えたことであろう｡

あわれな連中だ！ 彼らは, それぞれの所有の社会的形態 (���������� ����������) が・・・・・

それ自身の 『道徳』 (�����) をもっていること, そして所有を労働の属性とする社会的所有
の形態 (������� ������������������������������������������������������)
は, 個人的な 『道徳的拘束』 をつくりだすどころか, 個人の 『道徳』 をその階級的拘束 (����������������) から解放するであろうということさえ知らないのである｣ (『全集』 第��巻. ���‒���ページ. ����Ⅰ���, �����)｡
第一稿は, みられるように 『内乱』 本文の理解を補強・拡充する諸情報を提供している｡ そ

こでこれらの情報をも組み入れて本文の理論的再整理をおこなっておこう｡

まず理論的考察の一として, 本文のコミューンの ｢秘密｣・本質, アソシエーション社会主

義＝協同組合社会主義論, 資本主義から協同組合社会主義への移行過程論を述べた第一草稿の

｢コミューンの性格｣ の一節を検討してみよう｡

まず本文の ｢コミューンの本当の秘密は [……] 労働の経済的解放を成し遂げるための, つ

いに発見された政治形態であった｣ ことにあるという規定との関連では, 第一稿ではまずもっ

てはコミューンは ｢社会的解放の形態｣ であるといわれ ｢労働者自身によってつくりだされた

労働手段や自然の賜物である労働手段の独占者たちの簒奪 (奴隷制) から労働を解放するため

の政治形態｣ であるといわれ, その ｢労働の解放｣ が ｢コミューンの偉大な目標｣ と位置づけ

られている｡ そしてコミューンは ｢労働者階級の社会的運動｣, ｢人類の全般的再生の社会運動｣

にとっての ｢組織的な行動手段｣ であって ｢階級闘争を手段として, すべての階級とすべての

階級支配を廃止することに努める｣ という任務が語られている｡ だがコミューンは ｢この階級

闘争がもっとも合理的で人道的な方法でその様々な局面を経過することのできるような合理的

環境をつくりだす｣ ことはできる｡ といってもこの合理的環境のもとでも ｢激烈な反動｣ とそ

れに対する ｢激烈な革命｣ がありうるので, この過程がまさに階級闘争に最終的決着をつける

ための ｢政治的改造｣ と ｢経済的改造｣ 期にほかならない｡

つぎにアソシエーション社会主義＝協同組合社会主義に関していえば, 第一草稿においてす
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でに資本主義の枠内でも ｢�可能な�共産主義｣ の実体をなすとされていた ｢自由な生産協同

組合労働｣ が ｢自由な生産協同組合労働の社会経済の諸法則の自然発生的な作用｣ によって時

と諸条件の発展とともに形成されるという形でアソシエーション社会主義＝協同組合社会主義

の思想・理論が表出されている｡

第三に, 資本主義から協同組合共産主義への移行過程に関して 『内乱』 本文より, 第一草稿

は経済学的に踏み込んだ説明を与えるとともに, その過程が二つの基本的局面からなることを

明らかにしている｡ すなわちその第一局面は ｢労働の奴隷制の経済的諸条件を自由な生産協同

組合労働の諸条件と置き換える経済的改造｣ の局面であるが, この局面は �� ｢分配の変更だ

けでなく, 生産の新しい組織が必要であること｣, �� ｢工業によって生み出された現在の組織

された労働にもとづく社会的生産諸形態を全国的および国際的に調和ある仕方で結合する必要

があること｣ から, ｢時間を要する漸進的な仕事でしかありえない｣｡ �� ｢既得権益と階級的利

己心の抵抗によって, 再三再四, 遅らされ阻止されるであろう｣ から長い闘争を要すること,�� この仕事は ｢現在の資本と土地所有の自然諸法則の自然発生的な作用｣ を ｢自由な生産協

同組合労働の社会経済の諸法則の自然発生的な作用｣ と置き換える ｢労働者階級の社会的運動｣

＝ ｢人類の全般的再生の社会的運動｣ であるが, そのための新しい諸条件が発展してくる長い

過程が避けられない｡ しかし ｢政治的組織のコミューン形態｣ が成立する第二局面にあっては,

コミューンは��の過程が成熟するなかで, ��の抵抗の防除, そして��と��に関しても槓杵の役
割を果たすことによって ｢一挙に巨大な前進を (おこなうことが) できる｣｡

そこでこうみてくると, ここでも協同組合・協同組合３論説, 『国際労働者協会創立宣言』,

｢協同組合労働についての中央評議会代議員への指示｣ にみえる移行過程についての二局面把

握が継承されていることがわかる｡

なお, 付言すると ｢コミューンの偉大な目標｣ ― ｢労働の解放｣ と倫理 (エートス) との関

係について, 第一草稿の ｢コント派の見解｣ は一目おくべき叙述を与えているので, 振り返っ

ておこう｡ ｢コント派は, それぞれの所有の社会的形態がそれ自身の 『道徳』 をもっているこ
・・・・・

と, そして所有を労働の属性とする社会的所有の形態は, 個人的な 『道徳的拘束』 をつくりだ

すところか, 個人の 『道徳』 をその階級的拘束から解放するであろうということさえ知らない｣｡

ここではアソシエーション共産主義＝協同組合共産主義は ｢所有を労働の属性とする社会的

所有の形態｣ とを採るものと特徴づけられているが, そこにおいては個人のカッコ付きの ｢道

徳｣ はその階級的拘束から解放されるというのである｡ したがってアソシエーション共産主義＝

協同組合共産主義はそれ自身の道徳をもつのみならず, 階級的拘束から解放された真の道徳を

発展させるということになる｡

３) ｢個人的所有の真実化｣ とはどういうことか

それではこの理論的考察の最後に, 『内乱』 本文にみえる ｢個人的所有の真実化｣ 命題をど
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う考えたらよいかを検討しておこう｡ すでに掲記しておいたが, 考察対象は次の部分である｡

『紳士諸君, コミューンは, 多数の人間の労働を少数の人間の富と化する, あの階級的所有を

廃止しようとした｡ それは収奪者の収奪を目標とした｡ それは, 現在, 主に労働を奴隷化し搾

取する手段となっている生産手段, すなわち土地と資本とを自由な生産協同組合労働の純然た

る道具に変えることによって, 個人的所有を真実にしようと望んだ｣｡

このパラグラフは, 実は 『資本論』 ドイツ語版初版と同文の第二版の第７篇第��節第��節
｢資本主義的蓄積の歴史的傾向｣ におけるいわゆる否定の否定の一節の 『フランス語資本論』

におけるマルクスの書き替えにかかわっている｡ いまドイツ語版第二版とフランス語版の当該

部分を掲記すると, 以下の通りである｡

｢資本主義的生産様式および資本主義的取得様式は, したがって資本主義的私的所有は, 自

己労働にもとづく個人的私的所有の第一の否定である｡ 資本主義的生産の否定は, この生産そ

のものによって自然過程の必然性でもって産み出される｡ それは否定の否定である｡ この否定

は, 個人的所有を再建するが, 資本主義時代の成果にもとづいて, すなわち, 自由な労働者の

協業と土地と労働そのものによって産み出される生産手段の自由な労働者の共同所有にもとづ

いて, 個人的所有を再建するのである｣ (江夏美千穂訳 『第二版資本論』 幻灯舎書店, ����年,���ページ. ただし, 訳文は若干, 変更)｡
｢資本主義的生産様式に適合する資本主義的取得は, 独立した個人的労働の必然的帰結にほ

かならない私的所有の第一の否定である｡ しかし, 資本主義的生産はそれ自身, 自然の変態を

支配する宿命によって, 自己自身の否定を産み出す｡ この否定の否定は, 労働者の私的所有を

再建するのではなく, 資本主義時代の獲得物, すなわち協業と土地とを含めたあらゆる生産手

段の共同占有とにもとづく, 労働者の個人的所有を再建する｣ (江夏美千穂／上杉聰彦訳 『フ

ランス語版資本論』 下巻, 法政大学出版局, ���ページ. ただし, 訳文は若干, 変更)｡
みられるように変更点は三つある｡ その一つは, ドイツ語版の ｢自己労働にもとづく個人的

私的所有｣ が ｢独立した個人的労働の必然的帰結にほかならない私的所有｣ に変更されたこと,

その第二は, ドイツ語版になかった ｢労働者の私的所有を再建するのではなくて｣ が新たに付

加されたこと, 第三は ｢生産手段の [……] の共同所有｣ が ｢生産手段の共同占有｣ に変更さ

れたことである｡

このフランス語版における変更は, 私的所有と個人的所有とを明確に区別し, 未来社会にお

ける再建されるのは個人的所有であることをドイツ語版より明晰判明に定式化した点では前進

的改善点であるといえる｡ だが, わが国ではマルクスの変更点, とりわけ第三 ｢生産手段

の [……] 共同所有｣ の ｢生産手段の共同占有｣ への変更を重視し, 生産手段の共同占有を資

本主義時代に実現されているとみなすとともに ｢個人的所有 (個体的所有)｣ を ｢個体的・共

同的所有｣ と捉える平田清明氏の見解を生み出す機縁ともなり, いわゆる個人的所有の再建論

争が繰り広げられてきた｡ だが, 『フランス語版資本論』 は, 平田氏のような理解を成立させ

パリ・コミューン期の移行過程論 ��
����������������������������������������������������������������



るものであろうか３)｡

わたしはこうした疑問から拙稿 ｢アソシエーションと個人的所有の再建論争―フランスの労

働者社会主義における共同占有と個人的所有の把握をめぐって｣ (東京農業大学 『オホーツク

産業経営論集』 第７巻第１号, ����年) においてフランスの労働者社会主義の伝統的用法とし
て生産手段の共同占有と消費手段の個人的所有という対比的用法がしばしば用いられてきたも

のであることを示し, 平田氏の理解が成立しないことを解明してみた｡ すなわち早くは主筆の

コルボンが執筆したとみられる 『アトリエ』 第��号 (����年７月) の ｢産業改革 労働の組

織 ｣ がアソシアシオン＝労働者生産協同組合の原則を問題にしたさい, アソシアシオン＝

労働者生産協同組合の所有形態を ｢�. 生産については, 労働用具の非個人的で譲渡できない・・・・・・・・・・・・・・・・

共同占有｡ �. 分配については, 消費財の個人的で譲渡可能な所有｣ (岡部造史訳, 東京農業大・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

学 『オホーツク産業経営論集』 第７巻第１号, ����年, ��‒��ページ) と定式化している｡ の
みならず同誌の ｢労働の組織について (新シリーズ―第４論説)｣ (����年５月) では ｢個人的
所有の真実化｣ 命題の原型とみなせる以下の規定もみられる｡

｢われわれの経済システムにおいては, 労働用具の共同占有は下層階級に対して個人的所有
・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

を構成する以外の目的をもたない｣ (岡部訳, 同上, ��‒��ページ)｡・・・・・・・・・・・・・・・

そして同様の思想は, ����年代末期の労働者運動の高揚からパリ・コミューン期において想
起され復活する｡ たとえばこの期の第１インター・パリ支部のリーダーであったヴァルランは,

第１インター・パリ支部の公式機関紙の役割を果たしていた 『ラ・マルセイエーズ』 に掲載さ

れた論説 ｢労働者諸組織
ソシエテ・ウヴリエール

｣ において, つぎのような見解を提起している｡

｢工場や製 造 所
マニュファクチュール

の場長・所長を任命し, ついで彼らが次長や職工長などを任命するよう

な中央集権的かつ権威的
オトリテール

な国家にいっさいを帰したくないのなら, またこうして労働者がもは

や自由も自発性ももたない, 無自覚な歯車装置でしかないような, 上から下まで位階制的な労

働組織にたち至るなどということを望まないのなら, 労働者は, 自分の道具を占有 (���������)
し, 自由の自由にすべきであることを, われわれは認めざるをえない｣｡ (��������′��′������′������������������｡���������������・ルージュリ 『���� 民衆の中のパリ・コミュー
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３) 公平さのために一言しておくと, 平田氏は����年８月のソ連と東欧４カ国による �プラハの春�の
圧殺後, ｢市民社会と階級独裁｣ (『世界』 ����年１月号�『市民社会と社会主義』, 岩波書店, ����年��月, 所収) において ｢レーニン主義｣ ロシアを ｢国家社会主義 (国家主義的社会主義の短縮名)｣

(『市民社会と社会主義』, ���～���ページ) と規定し, マルクスの 『フランスにおける内乱』 におけ

る �可能な�共産主義論における����������������に着目し, ｢労働者の自己解放過程は協同連合
体�����������＝��������������の自覚的形成に媒介された, 個体の社会体＝類体への融合である｣
(���ページ) と把握し ｢協同連合体所有���������������������������の内容的展開こそ 『社会的

所有』 ��������������������������である｣ (同上) とみなしていたことは注目に値する｡ もっとも
氏はその個体的所有論に制約され, アソシエーション論についてのより立ち入った論究はなされずに

終っているようである｡
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ン 』 原題：��������������[自由パリ ����]. 以下, 『����』 と略す｡ ����. 上村祥二
・田中正人・吉田仁志訳, コンテ, ����年, ��ページ�)４)｡
のみならずこの論説以前にヴァルラン５) は個人的所有の真実化にかかわる発言もしている｡
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４) �・ルージェリの 『自由パリ ����』 (邦題：���� 民衆の中のパリ・コミューン』) で ｢資料

ド キ ュ

整
マン

理
タリ

係
スト

｣ として陸軍省歴史文書館 (������), 国立古文書館 (����), パリ市歴史図書館 (��������)
社会史国際研究所 (��������) などが所蔵する原史料にもとづきパリ・コミューンの実像を再構成
しているが, それによって到達した見地を, 以下のように展叙している｡

すなわち ｢コミューン議会には 《マルクス主義者》 はセライエとエリザベータ・ドミトリエヴァの

二人しか存在しなかった｣ という ｢いいがかり｣ (『����』, ���ページ) に対し, ｢それはどうでもよ
いことだ｣ (同) として, ｢マルクスの思想と実践 (彼の信奉者たちの思想と実践はつねにそうだった

わけではない) は, マルクス自身つねに述べていたように, 《労働者階級の現実の運動》 の表現以外

のものであることを意図したことは一度としてない｡ この意味において 《現実の運動》 たるコミュー

ンは, そうと知らずしてマルクス主義 (言葉のマルクス的な意味において) を作り出していたのであ

る｣ (同) としている｡

以下の小論では立論の根拠としてルージェリの原史料に大幅に依拠していることを予め, 申し述べ

ておきたい｡

５) ｢新社会の光栄ある先駆者として [……] 労働者階級の偉大な胸の内に祭られている｣ 国民文庫,���ページ 『全集』 第��巻, ���ページ｡ ����Ⅰ���������) コミューンの殉教者たちのうち, ア
ソシアシオン共産主義の形成 放棄工場の徴発令の作成・実行にかかわった人士について, ここで

その事蹟を 精粗を免れないとしても 以下, 記銘しておくこととしたい｡

ア・イ・モロク編 『パリ・コミューン』 (原題：(�������������������������������������������������������������������������������������) 『����年のパリ・コミューン
(時期 ‒事件 ‒人間)』 高橋勝之訳, ����年, 大月書店) の第３部 ｢コミューンの活動家たち｣ は, ヴ
ァルランの事蹟を, 以下のように記している｡

｢ヴァルラン, ウジェーヌ (ルイ ‒ ウジェーヌ) (����‒����) ��年代のフランスおよび国際労
働者運動のすぐれた活動家の一人｡ パリ・コミューン議員｡ ヴァルランのたどった生涯は, フランス

の進歩的な労働者たちの一つの世代の典型である｡ ヴァルランは農民の家庭に生まれ, 第二次帝政の

初めの頃, 首都へ稼ぎに出かけた｡ 当時, プロレタリアートが成長したことと����年の革命の教訓と
により, もっと意識的な労働者たちは, 階級的な組織の問題に直面していた｡ ヴァルランは製本工と

して働きながら, 同じ職業の労働者の組合を組織し, まもなく彼らのあいだで非常に声望をもつよう

になった｡ 同職組合 (サンディカ) 組織でのヴァルランの活動は, ����年にストライキ禁止法が撤廃
されてから, とくに大規模になった｡ ����年, 彼の積極的な参加のもとに, パリの��以上もの同職組
合が労働組合評議会に結集した｡ ヴァルランは他の労働者団体 自習サークル, 協同組合などでも

活動した｡ ����年に彼のつくった消費協同組合 『主婦会』 と協同組合的食堂網 『釜』 (����‒����) に
は, たくさんの労働婦人も参加している｡

ヴァルランが科学的社会主義に非常に近くなったプロレタリア革命家・社会主義者として成長する

のに決定的な意義をもったのは, 彼が第一インターナショナルに参加したことである｡ ヴァルランは,����年春, パリ・ビョーロー員に選出され, ロンドン協議会に出席し, カール・マルクスその他の総
評議会員と知り合いになった｡ 彼はまた, インターナショナルのジュネーヴ大会 (����年) とバーゼ
ル大会 (����年) にも出席した｡ ヴァルランはベルギー, スイス, ドイツ, イギリスの労働者運動と
も個人的につながりをもち, 国際的なプロレタリア闘争の諸問題を知った｡ 彼は��年代後半のフラン
ス労働者のストライキ闘争の指導や反戦行動に積極的に参加した｡ ヴァルランは, インターナショナ
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すなわち論説 ｢ストライキと抵抗｣ では, こういわれている｡

｢最近まで, われわれは搾取されるがままであったが, それはわれわれが分断されて無力だ

ったからである｡ しかしこんにちわれわれに対する取扱いも慎重なものになりはじめた｡ われ

われはもう自分を護ることができる｡ 抵抗の時代がきたのである｡ まもなくわれわれ全員が団

結し, 相互に助け合えるようになる｡ その時には, われわれは最大多数であるし, 何より生産

物すべてがわれわれの労苦の成果 (��′�������������������) なのであるから, 権利のうえ
からも, 事実のうえでも, われわれの労働の所産をすべてわれわれのものとして要求できるよ

うになる｡ そのとき, 寄生者は地球上から消え去るにちがいない｣ (���′������′��������������������������������������. 同, ��ページ)｡
この個人的所有の真実化の要求は ｢もてるすべての力を 《国際労働者協会のために》 役立て

る旨, 宣言した｣ (同, ��ページ) ��区監視委員会の決議 (����年２月��日, ��日の監視委員
立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

ルの活動のために, たびたび裁判にかけられた｡ ����年５月の裁判でおこなったヴァルランの弁論は,��世紀の社会主義宣伝文献の宝庫に入っている｡ この弁論で彼は, インターナショナル発生の歴史,
その綱領を述べ, この弁論は当時, ヨーロッパのいろいろな国語に翻訳され, ロシア語にも訳されて

いる｡

ヴァルランは労働者たちを, 経済闘争や労働組合設立, ストライキの組織などに引き入れ, 労働者

運動にとってもっとも有害なプルードン主義の命題の一つを克服するのを助けた｡ バーゼル大会では,

右派プルードン主義者は私有財産の原則を擁護し, 土地の集団的所有に反対したが, ヴァルランはこ

れらのプルードン主義者に反対して, 集産主義者を擁護し, インターナショナルのなかで, プロレタ

リア社会主義が小ブルジョア改良主義に勝利するのを助けた｡ ヴァルランはボナパルト政体に反対す

るフランスのプロレタリアートの勢力を, ねばりづよく結集させようとしているうちに, 資本の権力

を打倒し, 社会主義的改造をおこなうためには, プロレタリアートの自主的な政党が必要であること

を理解するようになった｡����年９月４日の革命のとき, ヴァルランはボナパルトの警察から隠れてベルギーに滞在していた｡
パリに帰ると彼は, 労働者大衆の組織に積極的に参加した｡

彼は国民軍第���大隊長という自分の職務に大きい注意をはらった｡ 大隊の先頭にたってヴァルラ
ンは, ����年の��月８日のデモ, ��月��日の蜂起, ����年１月��日の蜂起に積極的に参加した｡ 国民
軍中央委員に選ばれ, 国際的なプロレタリア組織の精神で, この委員会のなかで活動することをイン

ターナショナルパリ支部連合評議会から委託された｡ ヴァルランは, ����年３月��日の革命の指導者
の一人で, 同時に二つの区 (第６区と第��区) から, パリ・コミューン議員に選ばれ, 財政委員部委
員になった｡ この委員にはその前に, 国民軍中央委員会代表委員として任命されていたのである｡ ４

月��日からヴァルランは, 食料委員部委員, ５月２日から国民軍供給局長, ５月５日から軍事委員部
委員になった｡ 公安委員会設置には反対投票をし, 『少数派』 宣言に署名した｡ ５月の諸戦闘の頃は,

第６区および第��区の防衛を指導し, ５月��日から��日まで軍事問題民間代表委員の職責をはたし,
バリケード戦闘を指導した｡ ５月��日, ヴェルサイユ軍に逮捕され, 裁判なしに銃殺された｡
ヴァルランは, マルクスがコミューンの期間に直接連絡をとっていた少数のフランスの社会主義活

動家の一人だった｣ (���‒���ページ)｡
ヴァルランに関しては井手伸雄 ｢パリ・コミューン前夜におけるウジェーヌ・ヴァルランの思想｣

(『立正史學｣ 第��号, ����年) をも参看されたい｡
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会合同総会で採択) の ｢原理宣言｣ においても謳われている｡

｢監視委員会のメンバーは革命的社会主義の党に属する旨, 宣言する｡ したがって全メンバ

ーは, 可能なかぎりの手段を用いてブルジョワジーの諸特権の廃止, 支配階級
カ ー ス ト

としてのブルジ

ョワジーの資格剥奪, 労働者による政権掌握を, 一言でいえば, 社会的平等を要求し獲得しよ

うと努める｡ 雇主階級も, プロレタリアートも, もろもろの階級も, もはや存在してはならな

い｡ 労働を社会組織の唯一の基礎として認めるのであって, この労働の全成果は労働者のもの

でなければならない｣ (国立古文書館, ����, ���. 同, ��ページ)｡
さらに個人的所有の真実化の要求は３月��日の選挙に臨んでの 『第��区共和・民主・社会主

義的中央委員会』 の綱領において, いっそう明確に述べられている｡

労働・生産・分配

集団的労働を組織しなければならない｡ 生活の目的がわれわれの肉体的・知的かつ精神的本

質のかぎりない発展である以上, 所有権 (�������′��′) は, 社会の富をつくり出す万人の労働
の集団的果実 (�����������������������) の配分に各人が (個々人の協力の度合いに応じて

[�����������������′������������������]) あずかる権利でしかなく, またそうでなけれ
ばならない｣ (�����������������������������������������������������������������������������������������Ⅱ �����‒���同, ���ページ)｡
みられるようにこれらの論説において個人的所有の要求とは労働者の労働の成果である全生

産物を要求できる権利, ｢社会の富をつくり出す万人の労働の集団的果実の配分に各人が (個

々人の協力の度合に応じて) あずかる権利｣ であって, それは既記のように 『内乱』 の第一草

稿においてマルクスがコミューンという政府形態だけが ｢農民の名自的な土地所有を彼ら自身

の労働の果実の真の所有権に転化することができる｣ と述べたさいの ｢彼自身の労働の果実の

真の所有｣ と同一の要求である｡ したがって個人的所有とは, とりも直さず搾取と収奪からま

ぬがれた全生産物が労働する個人に属する所有ということになる６)｡ そしてこのことは前掲の
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６) パリ・コミューン敗滅後, 手工業職人＝独立小生産者の自由な結合にもとづく協同社会 (������������) を夢想するマッツィーニがインターナショナルとパリ・コミューンに対する誹謗を ｢イタリ

ア労働者への呼びかけ｣ (����年７月��日付 『ローマ・デル・ポポロ』 に発表) でおこなったさい,

エンゲルスは, 個人的所有と労働者生産協同組合についてのインターナショナルとコミューンの立場

について, 以下のような擁護を対置している｡ 行論の都合上, ここでその点の確認をおこなっておき

たい｡

まず ｢(マッツィーニのインターナショナルに対する関係についてのエンゲルスの演説の報道)

[����年７月��日の総評議会会議についての新聞報道から]｣ においてマッツィーニが ｢インターナシ
ョナルの基本原則は ｢所有の否定 (������������������), それによってすべての労働者から彼の
労働の果実を奪いとる｡ というのは, 個人的所有の権利 (�������������������������) は, 各人
の自分が生産したものに対する権利にほかならないからである｣ という非難を加えたとき, マルクス

の発言に続けて, エンゲルスは ｢この非難は, 経済学のごく初歩についてさえマッツィーニが無知で

あることを暴露するだけである｡ インターナショナルは, 個々人に彼自身の労働の果実を保障する個
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パラグラフ自体が語っていることでもある｡ そしてこの点の指摘は後藤洋氏が ｢マルクスの

『フランスにおける内乱』 の研究｣ (鹿児島大学 『経済学論集』 第��号, ����年) でもおこなっ
ておられるので, みておこう｡

｢引用文中の 『個人的所有』 なる概念についてであるが, 周知のようにこの概念はこれまで

多くの解釈がくわえられ, 論争の対象とされてきたものである｡ ここでは 『内乱』 の文脈にそ

くして, 検討することとしよう｡ 『個人的所有』 は, この文脈では 『階級的所有』 と対置され

ている｡ そして 『階級的所有』 を廃止し 『個人的所有』 を実現するためには, 『生産手段を

……自由な協同労働の純然たる道具に変える』 ことが必要だとされている｡ したがって, 『個

人的所有』 は一説にいわれるように生産手段に関する所有のあり方を意味するものではない｡

ところで 『階級的所有』 とは, 『多数の人間の労働』 を 『少数の人間の富』 とすることを内容

としている｡ 多数の人間が労働者であり, 少数の人間が資本家であることはいうまでもない｡

とすれば, 『個人的所有』 とは, 『自由な協同労働』 を多数の人間の富とすることを内容とする

ものであることになる｡ この場合, 多数の人間とは 『自由な協同労働』 にしたがう労働者自身
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人的所有 (�����������������������������������������������������������������) を
廃止する意図はなく, 反対にそれを確立 (���������) しようと意図しているのである｡ 現在, 大衆
の労働の果実は, 少数者のふところに入っており, そしてこの資本主義的生産制度こそ, マッツィー
ニが手に触れないでおこうと提案しているものであり, またインターナショナルが破壊しようとして
いるものなのである｣ (『全集』 第��巻, ���‒���ページ. ����Ⅰ���, ������) と論駁している｡
つぎに労働者生産協同組合についてこの総評議会の演説は, 以下のようにいう｡ ｢彼はこれらの点

(インターナショナルの諸原則―引用者) についてくどくどと述べたてたあとで, イタリアの労働者
階級が彼の旗のもとに, インターナショナルに対抗する連盟に強力に結集し, イタリアの未来に確信
をもち, その将来と光栄のために働き, みんなができるだけ利潤を得られるように, 彼らのあいだで
協同組合商店 (協同組合工場ではなく) をつくるように勧告して, 話を結んだ｣ (同, 『ジ・イースタ
ン・ポスト』 ����年７月��日付. ���ページ)｡
なお, エンゲルスは３日後の８月��日に執筆した ｢[マッツィーニの反インターナショナル言説]｣
(『イル・リペロ・ペンシェーロ』, ����年８月��日付)｣ においてもマッツィーニの ｢イタリア労働者
への呼びかけ｣ を取り上げ, そこでもマッツィーニの消費協同組合優先論を批判している｡ ｢大扇動
家で陰謀家であるマッツィーニが, イタリアの労働者たちのために, 教養をつみたまえ, できるだけ

・・・・・・・・ ・・・・・

勉強したまえ (それが, 資金なしにやれることであるかのように！) ……できるかぎりたくさんの消
・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

費協同組合 (�������′ ���������������������) (だが, 生産協同組合ではない！ [���������・・・・・�����������]) をつくるように努力せよ そして未来を信じよ���……という以外に, なんの助言・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

ももっていないことを, イタリアの労働者たちが悟ることが必要である｣ (同, ���ページ. ����
Ⅰ���, ������)｡
みられるようにエンゲルスはマルクスが出席し発言している総評議会会議において個人的所有を明
確に ｢個々人に彼自身の労働の果実を保障する｣ 所有と規定している｡ 種々の点でマルクスと異なる
見解をもつ評議員もいる総評議会という場でエンゲルスがマルクスと異なる個人的所有論を展開する
ことは考えられないし, 学問的厳密さを重んずるマルクスのスタンスからすれば自己とエンゲルスと
の理解が異なるとすれば歯に衣を着せずにいうであろうから, この規定はマルクスとエンゲルスの共
有する見解であるとみなしてさしつかえないであろう｡
なお, マッツィーニの社会思想については北原敦 ｢リソルジメントと統一国家の成立｣ (岩波講座

世界歴史 近代世界の展開 Ⅳ｣ ����年) 参照｡
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にほかならない｡ したがって問題は労働生産物の取得を中心としている｡ 各人は自由な人間と

して協同し, 労働しながら, そこから産み出される富は, 互いに協同する自由な諸個人の取得

するところとなる｡ 『個人的所有』 とは, 以上のような意味に理解されるべきであろう｣ (��ペ
ージ)｡

以上のフォローによって明らかになることの一つは, 個人的所有が階級的所有と対置されて

いる以上, 階級的所有の一形態である私的所有と個人的所有とは異なるものであること, その

二は, コミューン戦士たちの個人的所有の要求は労働全収益権にたつものといえるが, 全生産

物のうち生産手段 土地と資本は ｢自由な生産協同組合労働の純然たる道具｣ に変換するた

めに用いられるのであるから, 残るところは搾取と収奪を受けない消費財 生活手段である｡

したがって本文のコンテキストの分析からも, ここでの個人的所有の真実化とは搾取と収奪を

受けない消費財 生活手段の個人的所有ということになる｡

そこでアソシエーション＝労働者生産協同組合こそが, 資本主義時代の獲得物, すなわち協

業と土地を含む生産手段の共同占有とにもとづく個人的所有を再建するものであるから, 資本

主義時代のもとにあっても資本主義的生産の自己否定を産み出す ｢否定の否定｣ の要素である

が, 真に ｢否定の否定｣ の全相貌が表出されるのは革命をへた資本主義生産様式の全面的な揚

棄によってであると把握することができる｡

４) ｢放棄工場の徴発令｣ の成立とその意義

さて, 理論的考察はこれまでにして,パリ・コミューンにおける �可能な�共産主義 ア

ソシエーション共産主義＝協同組合共産主義創設の実際的取り組みに眼を転じよう｡

先に 『内乱』 本文で資本家が放棄した作業場・工場の労働者生産協同組合への引渡し措置が

指示されていることをみたが, 第一草稿によれば, その引渡し措置は����年４月��日の ｢放棄
工場の徴発令｣ にもとづくものである｡ それは労働・工業・交換委員会 (以下, 労働・交換委

員会と略称) の委員を務めたシャルル・ロンゲ７) によれば ｢他からそれを強制されもしないの

パリ・コミューン期の移行過程論 ��

７) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
｢ロンゲ, シャルル (����‒����) フランスの社会主義者, 第一インターナショナルのすぐれた
活動家｡ パリ・コミューンの議員｡ プルードン主義者｡
商人の家庭に生まれる｡ ��年代の初めからパリで, 雄弁家およびジャーナリスト, 共和主義的な諸
新聞の寄稿家として有名になった｡ 長い間小ブルジョア的社会主義 (プルードン主義) の影響を受け
ていた｡ たびたび警察の弾圧を受けた｡ ����年５月, 彼の編集していた新聞 『ラ・リヴ・ゴーシュ』
の禁止後, ロンゲはベルギーにいき, ６月��日からこの新聞の発行を再開した｡ ����年秋, リエージ
ュで開かれた国際学生大会に出席｡ ボナパルトの警察の逮捕を逃れるためにロンドンに移住し, イン
ターナショナルフランス人支部に入る｡ ����年１月９日, 総評議会員に選ばれ, １月��日, ベルギー
担当通信書記に任命された｡ マルクスの要請によって, ブリュッセルで (����年), 『国際労働者協会
創立宜言』 の新訳を準備・発行し, 初版 (パリ版) のなかにあった誤謬や歪曲を除いた｡ ����年夏,
フランスヘの旅行中逮捕され, 八カ月の投獄の判決を受けた｡ ����年��月��日, ふたたびパリで, ジ
ョヴァンニ・ガリバルディ支持, フランス軍のローマ法王援助に抗議するデモに参加して捕まる｡
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に自分の工場を閉鎖して����年のコブレンツであるヴェルサイユへ逃亡した企業主どもの政治
的敵対を利用して, 彼らが, これらの放棄工場を, 戦後に決定すべき収用賠償を支払うという

条件のもとに, これを労働者諸組合へ委託した｣ (｢エンゲルスの序文の若干の点について｣

(フランス語版 『フランスの内乱』 ����年の付録｡ 木下半冶訳 『フランスの内乱』 岩波文庫,

所収, ���ページ｡) ものである｡
この政令は ｢ずっと前に金持のブルジョアたちは逃げてしまっていた｡ どの工場もどの作業

場も門を閉ざしたままであった｣ (エミール・ゾラ 『壊滅』 (����′������)｡ ルーゴン＝マツカ
ール叢書第��巻, ����年. 小田光雄訳, 論創社, ����年, ���ページ) のであってみれば, 個
人生活と社会生活の再生産過程の復活にとってもっと緊●の課題に答えるものであって, 理論

的・実践的にいって ｢自分たちには 『経済学の諸法則の自然発生的な作用にもとづいて』, 労

働充用の条件として労働から利潤を引き出す権利があるだけでなく, さらに 勝利した革命

が彼らの 『制度』 の 『秩序』 を脅かす場合には, いつでも人為的な危機を引き起こすために

労働をまったく休止させ, 労働者を街頭に放りだす権利がある, と考えている｣ ｢産業資

本家の慣用手段｣ に対する対抗手段でもあったのである｡

それではパリ・コミューンにおける実際の労働者生産協同組合の実践のなりゆきを追ってみ

よう｡

まず４月��日の放棄工場の徴発令の性格づけであるが, この徴発令は従来, ｢プルードン的
なもの｣ と評されるかと思えば ｢バクーニンの影響の強いもの｣ ともされているが, 内容的に

は ｢この法令の原則的な意義は, これが資本家の生産用具および生産手段の私的所有の廃止,

工業の社会主義的改造の道における最初の強大な一歩であった点にある｣ (ア・イ・モロク編

『パリ・コミューン』, ��ページ) という評価が正当な理解であるとみなせよう８)｡

では, 放棄工場の徴発令とはどのようなものか｡ いまその本文の訳文と原文とを並記してお
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����年９月４日の革命後, ��区中央共和委員会の委員になり, 国民軍第���大隊長になった｡ この
大隊が��月��日の蜂起に参加したので彼は罷免された｡ ����年３月��日からパリ・コミューンの 『官
報』 の編集長に任命され, ５月��日までこの地位にとどまる｡ ４月��日の補欠選挙でロンゲは, パリ
・コミューン議員に選ばれ (第��区選出), ４月��日から労働・交換委員会の委員になる｡ 公安委員
会設置に反対投票し, コミューンの 『少数派』 宣言に署名｡ コミューンの敗北後, ロンドンに亡命,
ヴェルサイユの軍法会議によって, 欠席裁判で死刑の判決を受けた｡
ロンゲは第一インターナショナルのロンドン協議会 (����年９月), ハーグ大会 (����年９月) の

代議員｡ マルクスの方針を支持した｡ コミューンの経験にもとづき, 社会主義変革を実現するには,
団結したプロレタリア党が必要であることを証明した｡ しかしその後, また自分の改良主義的な見解
に戻り, ポシビリスト [最小限綱領主義者] と接近｡ ����年の恩赦ののち, フランスに帰国｡ ����年,
市参事会員に選ばれる｡ ロンゲは����年からマルクスの長女イェンニーの夫｣｡ (���‒���ページ)｡
８) この徴発令に関して����年�月革命時, リュクサンブール委員会に集まった労働者代表の構想との
比較をおこなっているものに, 井手伸雄 ｢『����年のパリにおける労働の組織』 論 ����年のそれ
との比較において ｣ (『立正史學』 第��号, ����年) がある｡ 本文中, 徴発令を ｢プルードン的な
もの｣, あるいは ｢バクーニンの影響の強いもの｣ とみる見方があると記したが, 典拠はこの井手論
文による｡
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くと, 以下の通りである｡

放棄工場の徴発令

パリ・コミューンは

多くの工場 (�������) が, それらを指導してきた者たちによって, 市民的義務を免れるため
に, 労働者の利害をも顧みずに放棄しさったことにかんがみ,

こうした卑劣な放棄の結果, コミューン生活に欠けることのできない多数の事業が中断され,

労働者の生存が危殆に瀕していることにかんがみ,

左のごとく布告する；

調査委員会を設置するために, 労働組合評議会 (���������������������������′���) を
招集する｡ この委員会の目的に左の通りである｡�� 放棄された工場の統計, ならびにそれらの工場が置かれている状態とそれらが包含する

労働用具に関する正確な目録の作成�� これらの工場を放棄した逃亡者によってではなく, そこで雇用されていた労働者たちの

協同組合 (������������������′���������������������) の手によって早急にこれらの工
場を経営するための実際的条件を規定する報告書の提出�� こうした労働者協同組合諸団体 (�����′��′������′�������������′���) の創設プロジェク
トを練る上げること�� 前記雇用主 (������) が帰還したさいに, これらの工場の労働者協同組合諸団体 (�����′��′�������′���) への最終的譲渡の諸条件, および労働者協同組合諸団体 (�����′��′�) が雇
主 (������) に支払うべき賠償金分担額に関して裁定を下すべき仲裁審査委員会の設定
この調査委員会はその報告書をコミューンの労働・交換委員会に差し出さなければならず,

労働・交換委員会は最短期間内にコミューンと労働者の利益を満足させる政令案をコミューン

に提示すべき義務を負うものとする｡������������������������′������������������′ ��������������′��′ ���������′��������������������������������′������������������������������������������������������′���������������������������′�������������������������������������������������������������′���������������������������������������������������������������������������′����������������������������������′���������������′���′ ���������������������������

パリ・コミューン期の移行過程論 ��
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����������������������������. �������������������������������������������′�������������������������������′���������������������������������������������������������������������. �����′����������������′������������������������������������������������������������������������������������������′��������������������������′���������������������������′��������������������������′�������������′���. ���′���������������������������������������′��′������′�������������′�����. ����������������������������������������������������������������������������������������������′���������������������������′��′�������′������������������′ �������������′ ����������′�������������′��′��������������������������������������������������������������′�������������������������������������′������������������������′�������′��������������������������′����������������′������������������������������′������������������������������������������������������
(���������������������′������������������������｡�����������｡�������������������������ページ�訳文は異なる)｡
この徴発令の起草者はアヴリアル９) であるが, アヴリアルは左派プルードン主義者で国際労

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

９) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡

｢アヴリアル, オーギュスタン ‒ジェルマン (����‒����) 第一インターナショナル会員, パリ

・コミューン議員, 左派プルードン主義者｡

職業は機械工｡ ����‒����年, 軍隊に勤務｡ ����年よりパリで労働し, ヴァルランと近しくなり,・・・・・

インターナショナルに加盟｡ 機械工同職組合会議所 (労働組合) の組織者の一人となり, その理事
サンデイク

(世話係) になり, 労働組合評議会の代表になる｡ インターナショナルの支部 『社会調査クラブ』 の

積極的なメンバー｡ インターナショナルパリ連合の規約作成に参加｡ ����年４月, 逮捕された｡ ����
年７月, インターナショナル第３次公判で, 国際労働者協会に加盟していたということで, ２カ月の

禁錮と罰金｡ ����年７月, 迫ってくる戦争に対して抗議してすべての国の勤労者に訴えた国際労働者
協会パリ市部の宣言に署名｡ 第二帝政の崩壊後, 獄中から釈放され, パリの第��区区会議員に選出さ
れた｡ 国民軍第��大隊長になった｡ ����年��月��日の反民族的・反動的な国防政府に反対する反乱に
参加し, このため大隊長の地位を罷免された｡ インターナショナルパリ支部総評議会員として, 同時

にパリ第��区プロレタリア支部書記になる｡ 国民議会代議士候補になる｡ ����年３月��日の革命の指
導者として, 第��区選出パリ・コミューン議員に選ばれる｡ コミューンの活動に積極的に参加し, 労
働交換委員会の委員 (３月��日以後) になり, 執行委員 (４月��日から��日まで) となり, コミュー
ンの多くの重要な社会措置の提案者の一人になる｡ ４月��日, 彼の提案によってコミューンは, 工場
主の放棄した仕事場を労働者団体に与えるという法令を採択した｡ パン焼工場の夜業禁止についての

決定を, 執行委員会が採択するにあたって大きい役割を演じた｡ 質入品を質入者に無償で渡すという

コミューンの法令の提案者になる｡ 私営質屋の完全廃止の問題を提案した｡ ５月３日, 労働者管理を

実施する規約草案を提起したルーヴル兵器工場労働者たちを支持した｡ ４月��日から５月��日まで,
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働者協会の会員であり, コミューンでは労働・交換委員会の一人である｡ ちなみにコミューン

の 《労働省》 とも称される労働・交換委員会はアメデ・デュノア編・註の 『パリ・コミューン

資料文書集』 (前掲, 木下訳 『フランスの内乱』 所収) の ｢デュノア註｣ によると, 以下のよ

うな顔振れからなっている｡

｢労働・交換委員会の [……] 主な顔振れは, 労働・交換代表委員
デ レ ゲ

のレオ・フランケル��),
パリ・コミューン期の移行過程論 ��

軍事委員｡ 砲兵隊資材管理長として, 連盟兵に武器弾薬を確保するのに力をそそいだ｡ 公安委員会設

置に反対し, 『少数派』 宣言に署名｡ ４月３～４日のヴェルサイユ進撃のさいに, また, �５月の一週
間�のときバリケードで勇敢に闘った｡
コミューンが弾圧されたのちロンドンに亡命し, インターナショナル総評議会に反対して 『����年
のフランス支部』 の創立者, 通信員書記になるが, まもなく脱退｡����年２月, 第４軍法会議によって, 欠席裁判で死刑の判決を受けた｡ ����‒����年はアルザスで
生活し, ����‒����年までスイスに暮らす｡ 恩赦ののちフランスに戻る｡ さまざまな社会主義団体の
活動に参加した｣ (���‒���ページ)｡��) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
｢フランケル, レオ (����‒����) ハンガリーおよび国際的な社会主義運動の有名な活動家｡ 第

一インターナショナル会員｡ パリ・コミューン議員, 第二インターナショナルの組織者の一人｡

職業 宝石工｡ ��年代末からフランスの労働者運動に積極的に参加｡ インターナショナルパリ諸
支部連合評議会委員, パリに在住するドイツ労働者の支部を組織｡ ����年７月, 第３次インターナシ
ョナルパリ組織裁判事件で禁錮と罰金を言い渡された｡ ドイツ軍のパリ攻囲中, 国民軍に勤務｡ ブル

ジョア国防政府反対の１月��日の蜂起に参加｡ ����年３月��日革命の指導者たちの一人｡����年３月��日, パリ・コミューン議員に当選 (第��区選出)｡ コミューンで積極的な役割を果た
した｡ すなわち, ３月��日から労働・交換委員会委員, ４月５日から財政委員会委員｡ ４月��日から
労働・交換委員会代表委員, 執行委員会委員｡ 労働者, 事務員の労働保護, 失業一掃のためにコミュ

ーンの政策を指導し, 社会主義的変革を実現する同職組合と生産団体の行動を支持した｡ 『われわれ

は自治体の諸問題を擁護するためだけでなく, 社会的改革を実施するためにもここにいるのである』

と彼は, ４月��日のコミューンの会議でパン焼工場における夜業禁止の法案の審議にあたって述べて
いる｡ 工場主はこの法案の実施に反対していたのである｡ 『わたしはプロレタリアートを擁護すると

いう唯一の委任権を与えられている｡ 何らかの措置が正しければ, それをわたしは受け入れ, 工場主

たちと相談することなしに実施する｡ 法案によって予定されている措置は正しい｡ したがってわれわ

れは, この措置を守らねばならない』｡ コミューンの注文を受けている裁縫工場主たちが労働者を搾

取していることを暴露し, 今後はこの注文を労働団体に与えるように提案して, フランケルは, つぎ

のように強調した｡ 『３月��日の革命が, もっぱら労働者階級によって遂行されたということをわれ
われは忘れてはならない｡ 平等を原則とするわれわれが, この階級のために何もしないならば, わた

しはコミューンの存在に意義をみとめない』｡

フランケルはコミューンのなかに入っていたごくわずかのマルクス主義者の一人で, マルクスと文

通しており, 労働者立法の問題でマルクスと相談していた｡ 公安委員会設置には賛成投票したが, ５

月��日のコミューンの 『少数派』 の宣言には署名している｡�５月の一週間�の戦闘に積極的に参加した｡
コミューンが弾圧されたのちイギリスに亡命｡ 軍法会議は欠席裁判でフランケルに死刑を言い渡し

た｡ ロンドンにいるとき, インターナショナル総評議会に互選で補充され, オーストリア ‒ハンガリ

ー担当通信書記になる｡ ロンドン協議会 (����年), ハーグ大会 (����年) の代議員｡ バクーニンと
ギヨームをインターナショナルから除名することに賛成投票｡ ����年, ドイツに移住し, ドイツから
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ブノア・マロン, �・テイス, �・デュポン, アヴリアル, ウージェーズ・ジェラルダンら
で��), いずれも皆インターナショナルの会員であった (デュノア註)｣ (���ページ)｡ 付言して
おくと, 労働・交換委員会書記のジョルジュ・ベルダンもインターナショナルの会員である��)｡
ちなみに, この徴発令の成立・実施過程にかかわる史実を予めア・イ・モロク編 『パリ・コ

ミューン』 によって示しておくと [資料] の通りである｡

それではこの放棄工場の徴発令はいかなる成立経緯をへてつくられたのであろうか｡ この徴

発令の理解に資するところがあると思われるので, その背景的事情をみておこう｡

まず, みておくべきなのは, フランス・プロシャ戦争勃発前の��年１月に発表され, ｢����
年のプログラムをまさしく予告｣ (『����』, ��ページ) しているといわれているミリエール��)

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��
オーストリア ‒ ハンガリーに移住した｡ ハンガリー総労働者党の創立者の一人 (����年創立)｡ 社会
主義宣伝のために３度裁判にかけられた｡ ����年, フランケルはオーストリアに移住し, ����年から
パリに住む｡

第２インターナショナルの創立に活発に参加し, その第１回パリ大会 (����年) で議長をつとめる｡
第２インターナショナルのブリュッセル大会 (����年) とチューリヒ大会 (����年) の代議員｣ (���‒���ページ)｡��) ルージェリ 『����』 の ｢人名索引｣ によるならば, ｢デュノア註｣ で挙げられている ｢ウージェー

ズ・ジェラルダン｣ は ｢シャルル・ジェラルダン｣ の誤まりであると思われる｡ というのは ｢労働・

交換委員会の委員｣ を勤めたとされるのは ｢シャルル・ジェラルダン｣ のほうであるからである｡

｢ジェラルダン, シャルル ����オー＝ラン県―����パリ｡ 商人｡ 国民衛兵第���大隊隊長｡ コミュ
ーン議員 (第��区選出), 保安委員会, 渉外委員会, 労働・交換委員会, 次いで公安委員会に所属｡
ロッセルを擁護｡ 軍法会議 (欠席裁判) で流刑｡ ロンドンに亡命｡ 特赦後, 帰国｣ (６ページ)｡��) ルージェリ 『����』 の ｢人名索引｣ では, ベルタンは以下のように記されている｡
｢ベルタン, ジョルジュ 鋳造工｡ ��年４月にインターナショナルに加盟｡ コミューン下, 労働・

交換委員会書記｡ 『ラ・レヴォリュシオン・ポリティーク・エ・ソシアル』 紙に寄稿｡ ロンドンに亡

命｣ (��ページ)｡��) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
｢ミリエール, ジャン ‒ パティスト (����～����) フランスの革命家｡ 左派プルードン主義的

傾向の社会主義者｡ 弁護士｡ 評論家｡

労働者の家庭に生まれる｡ ��歳のときから桶屋として働く｡ ����年の革命当時, 社会主義新聞で発
言, 中央共和協会 (議長はブランキ), 革命クラブ (議長はバルベス) およびその他若干の先進的な

クラブに入り, 革命的・民主的な諸新聞に寄稿｡ ����年��月２日のボナパルトのクーデターに対する
抵抗運動に参加したため, アルジェリアに追放された｡ ����年の恩赦のあと, フランスに帰国｡����‒����年に, ����年��月に創刊され, 有名な共和主義評論家ロシュフォールの監修のもとに出
ていた民主的な新聞 『ラ・マルセイエーズ』 の執筆者兼経営者｡ この新聞に掲載された諸論文で, 民

主的・社会的な改良の綱領を述べた｡ その基礎となった思想は人民の独裁, 工場主の放棄した工場企

業の労働者生産団体の掌中に譲渡する計画, 交換所, および人民銀行の組織｡ 普通非宗教教育の実施｡

言論・出版・集会・結社の自由の保障, 常備軍の撤廃などであった｡ ����年２月７‒８日の
共和国宣言事件に参加したため, ミリエールは逮捕・投獄された｡����年９月４日の革命後, ミリエールはパリ防衛に積極的に参加し, ��区中央共和委員会の組織者
の一人｡ 国防政府の反民族的・反民主的政策に反対した��月��日の蜂起に参加｡ ����年２月, 国民議
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パリ・コミューン期の移行過程論 ��
[資料] 放棄工場の徴発令の成立・実施過程

４月１日 労働・交換委員会は, 各区役所で労働の需要と供給を登録し, パリの失業を一掃するため,
労働・交換委員会と連絡する専門下級委員会を, 関連のある人びとによって選挙することを
決定｡

４月��日 失業婦人のために, 市立製作所開業｡
４月��日 すべての区に婦人委員会を組織し, コミューンの防備事業に役だてようとパリ市民に呼びか

けたアピールを 『官報』 に掲載｡ パリの婦人たちの集会, 婦人市民臨時中央委員会を選出｡
これはのちにパリ防衛・負傷者看護婦人同盟中央委員会という名称になった｡

４月��日 コミューンの会議, 工場主が逃亡して放棄した休業工場を調査し, 同職組合の労働力によっ
て作業を再開する法令を採択｡

４月��日 仕立職労働組合評議会は, 他の職業の組合評議会とともに, すべての労働者団体に呼びかけ,
４月��日付のコミューンの法令にもとづき, 放棄された職場を調査し, 作業を再開する委員
会に代表を選ぶ集会を開けとアピール｡ アピールには次のように述べられていた｡ ｢このよ
うに有利な機会を, 勤労者階級に対して, 政府が与えてくれたことはなかった｡ いま躊躇す
ることは, 労働の解放に対する裏切りを意味するであろう｣ と｡

４月��日 機械工組合と金属工組合の会合で, ４月��日付の放棄された職場についての法令により, 労
働・交換委員会へ２人の代表委員を選出｡ この代表委員たちは ｢人間の人間による搾取を終
わらせ｣, ｢疎外されない資本を, 集団的に所有する生産協同組合

アソシアシオン

によって, 労働を組織する
こと｣ という委託を受けた｡

４月��日 労働・交換委員会は労働組合評議会に, ４月��日以後, もと公共事業省の建物のなかに特別
の事務室を与えると公示｡

４月��日 ベオグラード｡ 社会主義の新聞 『ラドニク』 でセルビアの革命的民主主義者スヴャトザル・
・・・・・・

マルコヴィチは, 『パリ・コミューン (パンと自治との問題)』 という論文を発表し, コミュ
ーン戦士の闘争の本質とその綱領とを分析した｡ コミューンは人びとにパンと仕事を保障し,
同盟に結合した自由な社会の連合体を創造しようとしているとこの論文は述べている｡

５月３日 ルーヴル兵器修理・改造工場従業員は労働者の生産管理を実施するという工場規約を採択｡
５月４日 大作業場 (とくに生産手段, 原料, 事務所, 住居) のすべてを (補償ののち) 徴発し, これ

らの事業所を, 協同組合に委託し, 組合がコミューンの注文を引き受け, 必要な信用を受け
るというコミューン議員ウェジニエの提案｡

５月９日 労働調査・組織委員会は労働組合と労働者団体に, ５月��日の労働組合評議会の第１回会議
に参集するように呼びかけたアピールを出す｡

５月��日 請負業者たちのあらゆる契約を再検討し同職組合に優先的に請負作業を与え, 労働者の義務
的な最低賃金制を樹立する法令の採択｡

５月��日 第１回労働組合評議会代議員総会｡
５月��日 労働調査・組織委員会は, すべての労働者団体の代表が, ５月��日の規約を討議する委員会

に第２回総会へ出席するように招く｡
５月��日 �. フランケルは, パリの婦人労働を組織し, 勤労婦人の同職組合および連合生産協同組合

を設置する権限を与えられたということを声明｡ これにしたがって, パリ防衛・負傷者看護
婦人同盟中央委員会は, 労働婦人たちが５月��日に集会をひらき, 各団体から代表を出して
労働組合評議会をつくるよう呼びかけた｡ 各労働組合評議会はまた, 勤労婦人連合生産協同
組合を組織するため, それぞれ２人の代表を選ぶことになった｡
労働組合評議会代表者の会議｡

５月��日 パリ防衛・負傷者看護婦人同盟中央委員会は, 勤労婦人の労働組合評議会, 連合生産協同組
合を最終的に設立するため, ５月��日, 第４区区役所に, すべての団体の労働婦人を召集する
と発表｡
[��日の労働婦人会議の開催の記事なし―引用者]

５月��日 ヴェルサイユ軍によるパリ襲撃の最終準備

(資料：ア・イ・モロク編 『パリ ‒コミューン』第２部 ｢コミューン戦士の英雄的闘争の��日間 (事件の記録)｣ より作成｡
訳文はところどころ変更｡)
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｢ラ・マルセイエーズ｣ の発刊責任者で, のち, 前出第��区選出コミューン議員 の論

説 ｢社会問題｣ (�������������������年１月) である｡ そこでは労働者革命のもとでの経済
革命の出発点に関して, つぎのような提議をおこなっている｡

｢革命が達成されたとき, すでに雇われている労働者は, 雇主が同意するかぎり仕事をつづ

ける｡

雇主が仕事を妨げようとする場合には, 当の労働者たちによって職業別の全国生産協同組合

(�������������′��′������������������) に収用される｡ もし, この全国生産協同組合にとっ
て有用な場合は, 雇主もそれに参加できる (…)｡

その結果, 独裁者たる民衆はただちに, つぎの措置を布告することになる｡

第１条｡ 操業休止になっている農業および製造加工業のすべての私有施設, 無期限の開店休

業になっているすべての企業は, 所在地のコミューンによって収用される｡

第２条｡ コミューンは, ひきつづいて, それらをすべて全国生産協同組合に結集した以前の

被雇用者および参加可能な者すべてによって操業, 経営を遂行する｣ (同, ��ページ)｡
ここにはすでに徴発令の典拠とみなしうるものが形づくられている｡

つぎに柴田三千雄氏の 『パリ・コミューン』 (中央新書, ����年) は, パリ攻囲がはじまっ
た��年９月��日のほぼ１ヵ月後の��月��日に, この徴発令と同じ要求が第３区の公開集会で武
器製造工場について決議されたと伝えている｡ 柴田氏のいうところを聞こう｡

｢インター派は, コミューンが発足するや 『労働・工場・交換委員会』 を拠点にして, コミ

ューンに社会主義的な実質を与えようと努力していた｡ [……]

その最も代表的なのは, ４月��日の法令である｡ これは, 企業主がヴェルサイユへ逃亡した
ため放棄されている工場を接収し, この経営をそこの労働者の協同組合にゆだねようとするも

ので, まずそれに必要な調査のため各労働組合に調査委員会の設置をうながすものであった｡

企業家には, 将来, 彼がパリに帰還したときに組合側が補償金を支払って, 最終的に工場を譲

渡されることになっていた｡

この法令は, 放棄工場しか対象としないことや補償金を支払うことのため, これまでは不徹

底な措置とみなされ, その理由がインター派に残るプルードン主義の後遺症のせいにされてい
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会代議士に選出された｡ ミリエールはパリとヴェルサイユとを和解されるという企てが失敗してパリ
に戻る｡ 社会主義の新聞 『ラ・コミューン』 に寄稿し, 各県共和同盟の組織者および指導者の一人に
なった｡ この同盟は, コミューンの綱領を宣伝し, 地方の住民を味方にするために創立されたもので
ある｡
５月��日, ヴェルサイユ軍に逮捕され, 裁判抜きで銃殺された｡ この卑劣な殺害は, ミリエールが
先進的な革命的活動家であり, 確信をもった社会主義者であったことに対するヴェルサイユ軍部の激
しい敵意から起こったものである｡ ミリエールの銃殺には, 外相ジュール・ファーヴルの彼に対する
個人的憎悪もからんでいる｡ ミリエールはジュール・ファーヴルの穢れた過去を, ３月��日の革命直
前に, 出版物で暴露したのであった｡ 銃殺前の彼の最後の言葉は, �人類万歳�であった｣ (���‒���
ページ)｡
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た｡ しかし, この法令とまったくおなじ要求が, 前年の��月��日に第３区の公共集会で武器製
造工場について決議されている｡

４月��日の法令は, 国防上の必要から武器製造にかぎられていた民衆の愛国主義的な緊急措
置を, 労働者の経営管理という一般的な政策へ拡大した点に重要性がある｡ また放棄工場にか

ぎられたことは, コミューン下の民衆運動が労働者ばかりでなく親方層や企業主もふくんでい

たために, やむをえぬ措置であった｣ (���‒���ページ)｡
以上が前史であるが, パリ・コミューンが宣言された３月��日の翌日, すなわち����年３月��日付の ｢コミューンの成立｣ を告げる, パリ・コミューン名の呼びかけは ｢諸君が確立した
代議機関は, 諸君の強力な支持によって没落した権力のために惹起された災害｣ の ｢回復｣ に

あたっての第一の課題として ｢瀕死の工場, 中絶した労働, 麻痺した商取引｣ に ｢力強い動力

を与える｣ こと (前掲 『フランスの内乱』, 附録 パリ・コミューン資料文書集 [アメデ・デュ

ノア編ならびに註], ���ページ) を掲げたのである｡
そしてこの呼びかけに呼応して４月��日, ｢労働・交換委員会に対する婦人同盟中央委員会

の請願｣ がなされる｡

｢きわ立った搾取を受け, また 『パリ防衛・負傷者看護のための婦人同盟』 の激烈な婦人活

動家に指導された婦人たちは, 社会革命に関してひどく厳しい要求を掲げていたことを述べて

おかねばならない｡

労働・交換委員会に対する婦人同盟中央委員会の請願

生産者に対して生産物を保証することをめざす労働の再組織化は, さまざまの産業を共同の

利益のために利用する自由な生産協同組合 (�����������������������) によってのみ行なわ
れうること, こうした生産協同組合の設立は, 搾取をおこなう資本の軛から労働を解放するこ

とによって, ついに労働者に対し自分自身の利害の管理を保証するであろうこと, またそれと

同時に, それが, 生産者の社会的諸関係および生産機構の面でおこなうべき差し迫った本質的

改革, すなわち,

(�) 各職種における労働の多様性 同一の肉体運動の連続的反復は器官および頭脳に有

害な作用を及ぼすからである｡

(�) 労働時間の短縮 身体的諸力の消耗は精神的諸力の衰弱を必然的にもたらすからで

ある｡

(�) 両性の労働者のあいだのいっさいの競争の廃止 両者の利害関係はまったく同一であ

り, 両者の連帯・協調は資本に対する労働の決定的かつ全面的なストライキの勝利にとっ

て是非とも必要だからである (……)｡

こうした生産協同組合の全般的発展は,�� 労働者大衆のあいだでのプロパガンダおよび組織化 (……)�� こうした協同組合を形成するのに必要な資金貸付けのための国家の協力 (……)
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を必要とすることにかんがみ,

またさらに, 過去の社会秩序のなかで婦人の労働がもっとも搾取を受けていたがゆえに, 婦

人労働の即時の再組織化はまったく緊急を要していることにかんがみ (……),

これらの理由から,

婦人同盟中央委員会はコミューンの労働・交換委員会に対して, パリの婦人労働の再組織お

よび配分を中央委員会に任せるよう, まず兵士の装備にかかわる仕事を中央委員会に与えるよ

う要求する｡ さらに, 当然のことながらこうした仕事だけでは婦人労働者大衆にとって十分で

はないことから, ブルジョワどもによって放棄された工場, しかも基本的に婦人がおこなう職

種を含む製造所や作用場の経営に必要な金額を連合生産協同組合 (��������������������������′��′��′��) に用立てるよう要求する (……) (＊������[陸軍歴史文書館]�����｡ 訳文は若
干変更)｡

労働・交換委員会はこの要請に可能なかぎり速やかに対応した (しかもすでに委員会はいく

つかのプランを真剣に検討していた)｡ 婦人諸組織の側では, ぐずぐずすることなく着手して

いた｡ 血の一週間が始まったとき, すでに多数の作業場 (および学校, 作業場＝学校) がコミ

ューンから有効な援助をえて作動していたのである｡ 最初のいくつかの 《婦人労働者生産協同

組合》 はすでに連合していた｡

婦人労働者連合生産協同組合 (Associations productives fe′de′re′es) の一般規約

第１条｡ 婦人同盟生産協同組合のメンバーはみな, まさにそのことによって国際労働者協会

のメンバーである (……)｡

第２条｡ パリのあらゆる婦人労働者生産協同組合は相互に連合し, 婦人同盟の区委員会に従

属する｡

第３条｡ 前記協同組合は中央委員会を介して, 生産物の輸出および交換を容易ならしめるた

めに, フランスおよび外国の同種の協同組合と関係をもつ｡ そのために, セールスウーマンや

婦人出張販売人が雇われる｡

第４条｡ 各協同組合はその内部運営について自律性を保持する｡

第５条｡ 各協同組合の運営は, 組合員の自由選挙によって選ばれる委員会が担当する｡ この

委員会は, その区委員会に対して組織の歩み, および資金の運用に関して毎日詳細な報告をお

こなう義務を負う (……) (＊�����������)｣ (『����』, ���‒���ページ｡ 訳文は若干変更)｡
ちなみに, この婦人同盟中央委員会の請願・一般規約について, 井手伸雄 ｢����年のパリ・
コミューン下における労働の組織化の試み 婦人労働の場合｣ (立正大学文学部西洋史研究

室内 酒井三郎博士喜寿記念事業会編 『酒井三郎博士喜寿記念 世界史研究論叢』, ����年所収)
は, これを ｢婦人同盟案｣ と呼び, この同盟案の作成者は, ３月にマルクスによってパリに派

遣されたドミートリエヴァ��) とあるとして, 以下のような評価を与えている｡
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��) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
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｢婦人同盟案についてまず注意される点は, それが労働委員会に対する報告というよりむし

ろ, 要請書ないし宣言文という文体と内容を持っていることであろう｡ その冒頭の一節は生産

協同組合の設立によって 『資本の軛から労働を解放』 し, 生産者自身による生産管理の実現を

図るという 『労働の組織化』 の思想を鮮明に表現している｡ この思想こそ, 第一インター・パ

リ支部に集った労働運動指導者たちが, ７月王制期以来の, とくに����年の生産協同組合運動
の経験を踏み台に, 労働者階級の解放を実現すべき新しい社会編成の構想としてコミューン前

夜に到達した思想であり, また労働・交換委員会がその実現に努力した目標でもあった｡ 放棄

工場の接収とその労働者協同組合による管理運営を定めた４月��日法令は, そのひとつのあら
われであり, 婦人労働に関しても決して例外ではありえなかった｡ 否, むしろ婦人同盟にとっ

て 『過去の社会秩序において婦人労働者が最も搾取された』 存在であったために, それはより

緊急な問題と考えられたのである｣ (���ページ)
なお, この婦人労働者の生産協同組合の組織に向けての活動に関して, 柴田氏も前掲 『パリ

・コミューン』 で, 以下のような解説を付している｡

｢４月上旬に生まれた 『パリ防衛・負傷者看護のための婦人同盟』 は, [……] 諸地区の女性

活動家の連合組織である｡ その活動目的は野戦病院, 炊き出し, バリケード構築など直接に戦

闘と結びつくが, この同盟の中心人物はマルクスの知合いのロシアの亡命貴族エリザベータ＝

ドミートリエヴァとル・メル��) であり, 明らかに社会主義の方向をめざしていた｡ そのあらわ
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｢ドミートリエヴァ (ペンネーム｡ クシェレワ出身), エリザベータ・ルキーニチナ (����年生まれ,
没年不明) 有名なロシアの婦人革命家｡ 第１インターナショナルおよびパリ・コミューンの

活動家｡

プスコフ県の地主の家庭に生まれた｡ 家庭教育を受け, 早くからチェルヌィシェフスキーその他の

革命的民主主義者の著述を知る｡ 退役軍人エム・エヌ・トマノフスキーと偽装結婚をして, 国外に出

ることができた｡ ����年末からジュネーヴに居住｡ ロシアの若い亡命者たちのサークルに入り, スイ
スの労働者運動に積極的に参加｡ ドミートリエヴァは, ����‒����年の冬, ジュネーヴに第一インタ
ーナショナルロシア支部を組織した一人で, バクーニン派に反対する総評議会の闘争を支持した｡ ����
年��月からロンドンに滞在, マルクスとも知り, その娘たちとも親しくなった｡����年３月��日, パリにいき, コミューンの最後の日までパリにとどまる｡ パリのインターナショ
ナルの指導者たち フランケル, マロン, ヴァルラン, セライエ とたえず連絡をとり, パリ防

・・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・

衛・負傷者看護婦人同盟創立に重要な役割を演じた｡ これは事実上インターナショナルの支部であっ

た｡ ドミートリエヴァは婦人労働者たちのあいだで非常に権威をもっていた｡ ５月の �流血の一週
間�の頃は, 市街戦に参加｡
コミューンの破壊後, ジュネーヴに出国することができ, ついでロシアに移住し, ペンネームのた

めに警察には突き止められなかった｡ ����年から, 二人目の夫イ・エム・ダヴィドフスキーについて,
クラスノヤルスク地方にいき, そこで暮らした｣ (���ページ)｡��) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
｢ル・メル, ナタリー (����‒����) フランスの労働婦人｡ パリ・コミューンのすぐれた活動家,

第１インターナショナル会員｡

地方で書籍販売に従事｡ 破産してパリに移住し, 小冊子製本工として働く｡
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れが, ４月��日の労働・交換委員会の回状にみられる女性労働の組織化の計画である｡ これは,
各区ごとにコミューンの資金援助と場所の提供によって女性の生産協同組合を設置しようとい

う計画で, 男子をパリ防衛にとられて内職を求める女性たちの希望を, 中間搾取のない社会主

義的方向に組織化しようという長期的な構想であった｡ これを提案したのは婦人同盟であり,

各区の組織を動員して希望者の登録をつのって実現に努力したが, その最初の集会は 『血の週

間』 直前の５月��日であった｣ (���ページ)｡
このようにみてくると, ４月��日の ｢放棄工場の徴発令｣ は, 諸事情の力によって倉皇のう
ちに採択されたとはいえ, フランス人の労働者社会主義におけるアソシエーション社会主義＝

協同組合社会主義の最良の伝統と第一インターナショナルの 『創立宣言』, ｢協同組合労働につ

いての中央評議会代議員への指示｣ のアソシエーション社会主義＝協同組合社会主義の交点の

うちに成り立ったものといってよいであろう｡

ちなみにマルクスは 『内乱』 本文において労働者協同組合諸団体を���������������������
と表記しているが, それは明らかにこの徴発令の (３) 項でつくり上げられるべきものとされ

ている�����′��′�������′�������������′���の言い換えであり, (４) でみるように個々の労働者
協同組合工場はこの労働者協同組合諸団体に最終的に譲渡されるとしている｡ したがって, こ

の労働者協同組合諸団体が個々の労働者協同組合の所有主体となり, 個々の労働者協同組合は

占有権をもつことになる｡

したがって 『内乱』 本文は, 徴発令が規定しているシステム作動の条件をふまえて記されて

いるのである｡

以上の追究にたってここで付言しておくと, 海野八尋氏は ｢起死回生の社会主義論｣ (季刊

『窓』 �� ����年��月) において, 上記の�可能な�共産主義の一節を引用されて ｢われわれ

の見地からすれば, システムが作動する条件が不明なかぎり, これはまだ未熟な着想である｣

(��ページ) と一蹴されているが, この一蹴は氏が徴発令と一体をなすものとして �可能な�
共産主義論を考察する労を省かれている不明によるものであると考えられる��)｡
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��年代に, ヴァルランの指導のもとに製本婦人労働組合を組織する｡ ����年からのインターナショ・・・・・

ナルの会員で, ル・メルは消費協同組合食堂 ｢釜｣ の設立に積極的に参加 (����年には４つできてい
た)｡ 食堂は文書の閲覧, 労働者集会会場, 自習サークルの学習に利用された｡

ドイツ軍のパリ攻囲中, クラブ活動に参加｡ コミューンの時期にはル・メルは, パリ防備・負傷者

看護婦人同盟の指導者の一人｡ 同盟の執行委員の一員として, また, 失業一掃婦人仕事場の設置, 労

働婦人をインターナショナル支部へ参加させることにも活動, コミューンの最後の頃は, バリケード

で闘った��人の婦人グループを指揮｡ コミューンの崩壊後, 自殺を企てる｡ ニュー・カレドニアに迫
放され, ����年, パリに戻る｣ (���‒���ページ)｡��) 海野氏の ｢起死回生の社会主義論｣ はソ連崩壊後の社会主義論の動向を ｢４つの流れ｣ に大約して
諸論点を整理した研究動向フォローとしては, 啓発的である｡ 氏が旧ソ連・東欧社会を ｢国家社会主

義｣ と性格規定をされ, そのことの根拠を明示している点には賛意を表するものであるが, 氏の提起

される ｢労働者 (企業構成員) 集団所有・参加による市場経済における搾取の廃止 (緩和) と自己責
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それではこの徴発令はいかに実施に移されようとしたか｡

｢労働組合の４分の３ (少なくとも) が解体されていた｡ しかし [再組織化の] 仕事は大々

的に開始されていたのである｡ 機械工労働組合評議会は主導権を発揮し, ただちにその周囲に,

強力な婦人同盟を除いて他の��の職業を結集させた｡ ��とはいえ, 些細なものではない職業,
すなわち仕立工, 靴製造工, 高級家具製造工, 指物工, 装身具細工師, 石版工, ……を結集し

たのである｡ これらのみが, 労働運動が当時陥っていた混乱のなかでも組織されたまま残って

いた｡

５月��日, それらは 《４月��日の政令にしがって》, かつ 《全同職組合》 の名において, 調

査および労働の組織化の委員会を結成した｡

各同職組合は, その同職組合の総会において選任された５名の代表をそこ [委員会] に送る

(……)｡ 執行委員会が, 全同職組合の総会において選任される (……)｡ 執行委員会の任期は��ヵ月であり (……), ３つの同職組合の代表の要求にもとづき, 総会において解任されうる｡
執行委員会は, 労働者同職組合と労働・交換委員会のあいだの仲介役をつとめる｡ 執行委員会

は総会が下したすべての決定を労働・交換委員会に委ね, それらが審議されたならば, それら

を実行する｡

同職組合の全代表は執行委員会に対して, 彼らの抱く要求および不満を提出しなければなら

ない｡

執行委員会は, 協同組合の結成を早めるために, 連帯の諸原理の発展をめざすあらゆる手段

を追求することを目的とする (……) (＊�����������)｡
コミューンの 《労働省》 は, プロレタリアートの大いなる不満の代弁者でもあるパリの労働

組合すべての協力を得ていたのであり, またその協力を追求した｡ 少なくとも６つの職業がす

でに積極的に調査をおこなっていた｡ ヴェジニエ��) は, ５月４日, コミューン議会に対して,
以下のことを提案した｡�� 詳しい調査および専門家によって設定されるその後の補償額にもとづく, 独占者たちの

パリ・コミューン期の移行過程論 ��

任制の確立, 政治的民主主義原理で構成された国家による調整という 『市場社会主義』｣ 論 (��ペー
ジ) は理解しにくい｡ というのは, 氏は ｢『協同組合』 を労働者の支配する企業体と理解すれば, こ

の説はブハーリン, マンデルと変わらない空想的なものだ｣ (��ページ) しているが, 氏のいう ｢労

働者 (企業構成員) 集団所有・参加による市場経済における搾取の廃止 (緩和) と自己責任制の確立｣

を担保する企業体は実質において主要な形態としては協同組合 ｢搾取の廃止｣ に力点をおくなら

ばワーカーズ・コープ しかありえないのではないかと考えられるからである｡ いずれにしても氏

が氏の ｢市場社会主義｣ を担う企業体を示さない限り, システムがどのように作動するかは不明のま

まであるといわざるをえない｡��) ルージェリ 『����』 の ｢人名索引｣ では, ｢ヴェジニエ｣ は, 以下のように記されている｡
｢ヴェジニエ, ピエール ����マコン～？｡ ジャーナリスト｡ 機械工｡ 既婚｡ インタ－ナショナル

のメンバー, コミューン議員 (補選, 第１区選出), ｢官報｣ 編集｡ 軍法会議 (欠席裁判) で死刑｡ ロ

ンドンヘ亡命｡ 特赦後, 帰国｡ ����年代, 社会主義者として活動｣ (３ページ)｡
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あらゆる大作業場 (�������������������������������), 彼らの道具, 機械, 原材料,
備品, 部屋等の徴発,�� これらの作業場を要求する労働者生産協同組合に対してのそれらの一時的譲渡 (�����������������) (……)｣ (『����』, ���‒���ページ｡)｡
こうみてくると, ４月��日の放棄工場の徴発令の発令後, 労働組合評議会に依拠した調査委
員会が徴発令で謳われた ｢放棄された工場の統計, ならびにそれらの工場が置かれている状態

とそれらが包含する労働用具に関する正確な目録の作成｣ 作業と ｢雇主に対して支払うべき賠

償金分担額に関して裁定を下す｣ 調停審査委員会の作業とを鋭意, 押し進めていたことがうか

がえる｡

そこで�・ルージェリは, こうした実施過程を踏まえて, こういう｡
｢ともかくもいまやわれわれには, コミューンの社会主義, ����年の社会主義がいかなるも

のであったかがわかる｡ それは依然として多くの特徴点で, ����年に試みられた実験に類似し
ている｡ 仕事のない人びとに仕事を与えること 当時, これは急を要する任務であったにせ

よ だけが問題となっていたのではない｡ いっさいが協同組合的
コ オ ペ ラ テ ィ ヴ

で自由な労働者協同組織
ア ソ シ オ シ オ ン

に

立脚していたのである｡ 協同組合
コオペラティヴ

ではあるが, しかし, 帝政が黙認, さらには奨励した限定的

で, 時として 《ブルジョワ化された》 あの小規模企業という貶められたイメージ (つねにあま
・・・・・

りにも多くの歴史家が抱いているイメージ) のものではまったくない｡ つまり��年代末に近代
的な形態をまとった職業的労働組合によって形成され, 管理される協同組織なのである｡ 協同

組織は少しずつ拡大し (コミューンの援助のおかげで), よけいな暴力を使うことなく無用の

雇主の所有権を奪いつつあった｡ 協同組織は, 利益を追求するのではなく, 生産者に対して彼

の生産物の全価値を平等に割り当てることを追求することによって, よりうまく作動するので

あり, したがって, 存続を望んでいた雇主による企業に勝つほかありえなかった｡ やがて労働

組合評議会は集産化された生産装置全体を各職種において掌握するとされる｡ まさに, これら

の労働組合評議会が連合する (パリで全国的に, また国際的に｡ 模範は必然的に伝染するとさ

れる) ことによって, いまや事物の管理を確実なものとするというのである｡ これはユートピ

アなのだろうか｡ だが, いかなる社会主義にもわずかばかりのユートピア主義が存在するので

はないだろうか｣ (同, ���‒���ページ)｡
この概括は大きな方向性の確認としては是認しうるが, ｢コミューンの社会主義｣・｢����年

の社会主義｣ を ｢職業的労働組合によって形成され, 管理される協同組織｣ であって, そこで

の ｢労働組合評議会は集権化された生産装置全体を各職種において掌握する｣ ものとして捉え

ている点はいささかサンディカニズム的であり, ４月��日付の放棄工場の徴発令の政策的スキ
ームとも合致していない｡

そこでここで徴発令本文に立ち帰ってその政策スキームをみておかなければならない｡

徴発令本文をみてまず知りうることは, 放棄工場がコミューンに徴発・収用されていること
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からすれば, 徴発工場は一時的国有化 厳密には国家による領有 の状態にあることであ

る｡

したがってここでは一見 『共産党宣言』 と同様, ｢すべての生産用具を国家の手に [……]

集中｣ する局面の現出が予定されているかにみえるが, しかし, ｢国有諸工場 [……] の増加｣

(前出服部訳, ��‒��ページ) に赴くのではなく, 労働者生産協同組合が生産手段を占有し, 労
働者生産協同組合が最終的な所有主体であるとされている点で, 移行形態としては 『宣言』 で

みられる国家社会主義の局面を経ることなくアソシエーション社会主義＝協同組合社会主義へ

の直接的移行が考えられているといえる｡

第二は, 当該放棄工場に逃亡工場主＝資本家を帰還させるのではなく, そこに雇用されてい

た労働者を占有主体として労働者生産協同組合が組織され経営されること, 『創立宣言』 の表

現を借りれば ｢働き手の階級を雇用する主人の階級がいなくてもやっていけるということ, 労

働手段は, それが果実を生み出すだめには, 働く人自身に対する支配の手段, 強奪の手段とし

て独占されるには及ばないということ｣ を明証するとされている点である｡

第三は, 個々の労働者生産協同組合がその剰余労働でもって放棄工場の買取り資金をつくり

だし, 逃亡工業主＝資本家に補償する場合, これらの諸工場は個々の労働者生産協同組合に一

時的に譲渡されるとしても労働組合評議会の協力によって職業別に編成された協同組合諸団体

(ソシエテ・コオペラィティヴ・ウヴリエール) に所有権が最終的に譲渡されるとされている

点である｡

つまりここではミリエールの ｢社会問題｣ における提議 ｢雇主が仕事を妨げようとする

場合には, 当の労働者たちによって職業別の全国生産協同組合 (アソシアシオン・ジェネラル)

に収用される｣ という構想が採用されているのである｡ したがって労働組合評議会の役割は徴

発令本文が示すように調査委員会を通じての職業別に編成された協同組合諸団体の組織化にお

かれているとみるべきで, ルージェリがいうように ｢集産化された生産装置全体を各職種にお

いて掌握する｣ ものとみなすのは ｢コミューンの社会主義｣・｢����年の社会主義｣ の本来的構
想の実質を見誤るものといわなければならないであろう｡

そこで以上述べてきたことを集約すると, 労働者生産協同組合諸団体が当該職業部門の諸生

産手段の所有主体となっていて, 個々の労働者生産協同組合は個々の生産手段を共同占有する

という関係が成立するが, 生活手段に関しては個々の労働者生産協同組合を構成する組合員の

労働の質と量に応じて個人的所有として分配される｡ そしてここにあっては基礎的生産単位と

しての個々の生産協同組合 職業別生産協同組合諸団体 全国的生産協同組合連合体の三

層の重層構造をもつ経営・経済システムが予定されていたといえる｡

こうみてきたとき, 触れておくべきなのは望月清司氏が 『ゴータ綱領批判』 (岩波文庫, ����
年) の ｢訳者解説｣ において単位協同組合と協同組合諸団体の連合体との関係について筆者の

把握と逆の把握を提示されていることである｡
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｢『フランスの内乱』 は, 『連合した諸協同組合 (��������������������������) が一箇の共
同計画にもとづいて全国の生産を調整し, それを自分の統制のもとにおく』 ことで資本主義特

有の無政府的生産と恐慌に終止符をうつことができるといい, 『これこそ ｢可能な｣ 共産主義

でなくてなんであろうか！』 と叫んでいる｡ これからうかがうとマルクスは, 個々の生産単位

が所有権をともなう協同組合的結社をなし, その諸単位が連合して社会全体の協同組合組織を

つくる, というふうな重層関係を考えていたふしがあり, その点レーニン的な 『全社会＝一工

場』 的中央集権論をとらなかったようにみえる｣ (���ページ)｡
たしかに労働・交換委員会の放棄工場の徴発令, マルクスの �可能な�共産主義論は協同組

合の編成について ｢重層関係を考え｣ ており, この点で ｢レーニン的な 『全社会＝一工場』 的

中央集権制論をとらなかった｣ とはいえるが そしてこのことを����年代の半ばにおいて指
摘した点は氏の卓見であるとしても , ただ望月氏が引用している ｢連合した諸協同組合｣

(�������������������������) というフレーズが依拠している放棄工場の徴発令の原文がそ
の４項において, 所有権に関して個々の協同組合工場の労働者協同組合諸団体への ｢最終的譲

渡｣ (�����������������) と記していることからすれば 氏も ｢ふし｣ といって確言されて

いないとしても ｢個々の生産単位が所有権をともなう協同組合的結社｣ という氏の把握は

成立しないというべきであろう｡

それではこのような三層の重層構造をも経営・経済システムは, わが国におけるこれまでの

議論との関係ではどのように位置づけられるであろうか｡ このシステムは国分幸氏の 『デスポ

ティズムとアソシアシオン構想』 (世界書院, ����年) における分類にしたがえば ｢分権的計

画経済｣ に属し ｢各産業部門別の協同組合相互間ならび産業部門相互間の 『協議』 による下か

らの積上げ方式｣ (���ページ) をとるものと位置づけられる｡ もっとも国分氏は, この方式の・・・・・

｢現実性｣ に ｢重大な疑惑｣ (���‒���ページ) をもっているようであるが, ここにはフランス
の労働者社会主義の伝統を受け継ぐ先進的労働者の英知の結晶がある｡ というのはもし基礎的

生産単位である個々の単位協同組合が所有権をもつならば, 生産協同組合同士の競争は免れず,

そこにはいうなれば協同組合型市場社会主義が現出することはあっても市場経済の揚棄はなさ

れず, 逆に全国的な協同組合連合体に所有権を認めるならば, ソ連型国家社会主義とあまり変

わらない中央集権型協同社会主義が生まれると予期しうるからである｡ そうであってみれば労

働者生産協同組合諸団体＝職業別労働者生産協同組合連合体が所有権をもち, 単位生産協同組

合が占有権をもち全国的生産協同組合連合体に規制・コントロール機能をもたせるという構造

はかのオデュッセウスが直面したスキュラとカリュブディスの両方の難に陥入することを回避

した巧みな仕掛け装置であるというべきであろう｡

しかし個々の労働者生産協同組合が個々の生産手段を共同占有し労働者生産協同組合諸団体

が, 当該職業部門の諸生産手段の所有主体となってその協同組合諸団体の連合体が全国的連合

体を形づくるという関係は, 『ノーツ・トゥ・ザ・ピープル』 の協同組合・協同組合運動３論
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説で同一の職業部門に属する�, �, �等々の労働者生産協同組合の地方センターが所有主体
となって�, �, �等がその支部となり地方センターが ｢全国的連合体｣ を構成するという関

係と同一であり, その対応物にほかならない｡ したがって協同組合・協同組合運動３論説の構

想は奇しくもパリ・コミューンの放棄工場の徴発令で具体的な組織構想として再現され, 実施

されつつあったことになる｡

マルクスが 『内乱』 の最終テキストの完成に全力を注いでいた５月��日の総評議会でおこな
った ｢[パリ・コミューンについてのマルクスの演説の記録] (����年５月��日の総評議会議事
録から)｣ において ｢コミューンの原則は永遠であり, それを押しつぶすことはできない｡ こ

の原則は, くりかえしくりかえし発現して, 結局は労働者階級は解放されるであろう｣ (『全集』

第��巻, ���ページ) と述べたとき, この符合をも念頭においていたとみてもよいのではない
であろうか｡

のみならず親生産協同組合が子生産協同組合, 孫生産協同組合を雪達磨式に生み出す協同組

合アソシエーションの拡大再生産 漸進的浸透路線は, コミューン権力のもとでのもっとも

現実的な方策としてインターナショナル会員の労働者自身によってインターナショナルの採る

べき路線として提起されてもいたのである｡ すなわちルージェリは ｢４月��日からコミューン
の社会主義的な労働・交換委員会が着手しようとしたもの｣ で ｢《自主管理

オートジェスティオン

》 に委ねられた最

初の作業場が実施に努めた｣ (『����』, ���‒���ページ) 構想の代表的な一例として彫刻工Ｅ・
ブリスムールの ｢即座に必要とされる社会革命｣ 構想を, 以下のように紹介している｡

・・

｢わたしは, インターナショナルに, その本来の任務をさらに推進しつつ, パリ市内の加盟

者全員を同職組合
コルボラシオン

毎に結集させることをめざして, 次のことを提案する｡ すなわちすべての同

職組合は, 各自見出しうるかぎり有能な組
シ

合
ェ

長
フ

を選出すること｡

組合長は, インターナショナル全体の貸付け
ク レ デ ィ

に支援されて, 同職組合のためのいくつかの協

同作業場をもつ施設 (����������������������������������������) を設置するこ
とができる｡ その施設の任務は, パリ市内にもあって, あらゆる事業を可能なかぎり有利な価

格で起こすことである｡ それだけではなく雇主の企業との競争がある場合は, 雇主が雇ってい

る労働者を情容赦なく搾取するのでなければ, 長くはもちこたえられなくなるような価格でと

する｡ しかしそうした搾取は労働者をして必ずや自らの利益を護るためにわれわれの隊列に参

加させずにおかないし, そのことから, それらの労働者は, 最強のストライキを組織するよう

になる｡

そうした事態を実現するためには, われわれの共通の母であるインターナショナルがパリに,

自己資金で, あるいは加盟員全員の拠金によって, もっとも不可欠でもっとも大きな同職組合

を一つないし二つ設立することが必要であろう｡ これらの同職組合はひとたび設立されると,

見つけた仕事はすべて自分のものとしていくであろう｡ そして有利に運営されると, 生産物の��ないし��パーセントの控除も容易におこなわれ, 別の同職組合の設立に回すことができるよ
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うになる (……)｡ 諸君もおわかりのとおり, 最初の同職組合の運営機構は, そのあと引き続

きさまざまの団体を設立していくうえで, モデルとしてまた手段として役立つのである｡ さら

にこうした方法でわれわれがひとたび, 後見
パトロナージュ

というかたちの私的搾取をすべて廃棄し, 自分

自身の労働の主人となる時には, われわれは容易に, 商業と資本をわれわれの法律のもとにお

くようになる｡

他の地
ベ

方
イ

の同職組合もすべて同じやり方で, もちろんインターナショナルの協力をえて, 同

じことをなし, (……) ついには単一の普遍的協同組合 (������������������������) に到達
するであろう｡ われわれがこうして自分の労働の主人となるにいたり, インターナショナルが,

あらゆる産業でもっとも有能な労働者を取り込むようになると, その時には, インターナショ

ナルは自らの責任において, 巨大な国立商店 (�����������������������) を設け, わず
か��ないし��パーセントの利益で商品を販売できるようになる (……)｡ 雇主と商人が大きな

儲けを引き出すために, きまってピンはねしている商品よりも (これらの商品は) 平均して��
パーセントは安価になろう (……)｣ (『����』, ���‒���ページ. 訳文は同一ではない部分があ
る)｡

第四は, 償却の問題である｡ マルクスは徴発令における有償の償却期間の設定に異議を唱え

ていないが, これはいかなる理由によるのであろうか｡ 『資本論』 第１巻第７篇 ｢資本の蓄積

過程｣ 第��章 ｢単純再生産｣ によれば, 資本主義的生産過程をその更新の絶えざる流れのなか
で考察すると, 一定の年数が経過したのちには, どの資本も ｢資本化された剰余価値｣, ｢他人

の不払労働の体化物｣ (『資本論』 Ⅰ�, ���‒���ページ) になるのであって, 第��章 ｢剰余価

値の資本への転化｣ においても, 資本の蓄積のもとでは, 所有は資本家の側では他人の不払労

働, またはその生産物を取得する権利として現われ, 労働者の側で自分自身の生産物を取得す

ることの不可能性として現われ, ｢商品生産の所有諸法則は資本主義的取得の諸法則に転換す

る｡ したがって ｢最初に前貸しされたすべての資本は資本に再転化された剰余価値, 剰余生産

物に比べるとしだいに消滅していく大きさ (数学的意味での無限小) になる｣ (同, ����‒����
ページ)｡

そうだとすれば, 放棄工場に関しても有償の償却をする必要はなく無償でよいことになる｡

それなのになぜ有償なのであろうか｡ これには二つの理由が考えられる｡ その一つは, コミ

ューンは ｢階級闘争がもっとも合理的で人道的な方法でその様々な局面を通過することのでき

る合理的環境をつくりだす｣ ものとされていることである｡ したがってこの事例は ｢もっとも

合理的で人道的な方法で合理的環境をつくりだす｣ 事例に相当するとみられる｡ その二つは,

放棄工場主＝資本家に自らの剰余労働であがなった有償償却をすることによって労働者による

労働手段の直接的所有が名実とも確立し労働者生産協同組合が労働者自身の創造物であるとい

う内質を獲得することである｡ くわえて有償償却であることによって労働者は買い取った労働

手段を愛護し, つとめて不変資本の充用上の節約をおこない, 労働生産性の向上が自己の個人
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的所有の豊富化につながる体験をなしうることになる｡ つまり, ふたたび 『創立宣言』 の表現

を借りれば, ｢自発的な手, いそいそとした精神, 喜びにみちた心で勤労にしたがう協同組合

労働｣ が生み出されることになる｡

したがって国家が放棄工場を領有しても職業別協同組合諸団体に最終的に譲渡されるまでの

期間 有償額の償却期間は個々の労働者生産協同組合の剰余労働創出能力にまつとしても,

それほど長期を予定するものではなかったといってよいであろう｡

マルクスは����年２月��日付の�・�・ニーウェンホイス宛の手紙で ｢フランス銀行の接収

だけでも, ヴェルサイユ派の大威張りの幕を恐怖のうちに閉じさせたでしょう｣ (『全集』 第��
巻, ���ページ) と述べたが, フランス銀行の接収によって 『チャーティスト綱領』 と協同組

合・協同組合３論説で提示されていた信用基金の開設がなされ老朽施設の廃棄, 新規設備の導

入のための融資がなされるならば, 特別剰余価値の取得によって有償償却の期間はさらに短縮

されえたであろうが, しかし, パリ・コミューン時にはこのことはかなわなかったのである｡

そこで上記の政策スキームをもった放棄工場の徴発令が大きな情熱をもって実施の途につき

つつあることを知ったとき, マルクスが �可能な�共産主義を語りうる素材をえたとみなした
としても不思議ではないし, まして労働・交換委員会書記のベルタンが５月��日に ｢現存する
もろもろの生産協同組合 (�����������) の発展を促進すること, それは新たな生産協同組合
の形成をひき起こすことであり, またまさにそのことによって労働を資本の搾取から守ること

であり, それは同時に, 王党派的資本家の影響力から労働者を守ることでもある (＊�������
未整理文章)｣ (『����』 ���ページ) と語っていたことを知りえたならば, いっそうその意を強
くしたであろうと考えられるのである｡

そしてそれとともに 『共産党宣言』 の段階でいまだ解明すべき諸論点として残されたものの

うち, 第４点の論点― ｢生産手段の国家的集中の局面から協同組合連合体をつくっている諸個

人の集積への転移はいかにしてなされうるかが明らかでない点｣ に関しても, ｢放棄工場の徴

発令｣ の政策的スキームのなかで徴発され一時的に国有化された工場の有償償却による協同組

合諸団体への最終的譲渡という方式が実践的方途として提示され試行されるなかで, 解答をう

るととにも変容をもとげるに至ったといえる｡

それゆえに放棄工場の徴発令は ｢人民の命令によって (�����′������������) 導入され
るようなできあいのユートピア｣ (前掲 『内乱』 国民文庫, ��ページ) ではなくてフランス人
民・プロレタリアートが幾多の失敗から学んだ歴史的創意の産物というべきものであったとい

えるのである｡

したがって第一インターパリ支部のコミューン戦士たち, そしてその壮大な歴史的実験を宣

揚したマルクスにあっては, ソ連型社会主義が陥った国家社会主義の局面の固定化・永続化は

資本主義から社会主義の移行過程の大道からの大いなる歴史的逸脱とみなすべきものであった

というべきであろう｡
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５) 労働者生産協同組合の育成と国家の役割

それではコミューン政府は放棄工場の徴発令の発令以外に労働者生産協同組合の発展のため

にいかなる支持を与えたであろうか｡

その一つは, 官公需の労働者生産協同組合への優先割当て, 施設供与, 短期の信用貸しであ

る｡ いま, それらの主要な事例を適記しておこう｡

｢労働・交換委員会の４月��日付け通 達シルキュレール

が促したように, 回しうるすべての仕事, まず市お

よび国民衛兵からの仕事がそれらの生産協同組合に対して与えられた｡

きわめて多数の産業において形成された労働者連帯施設の発展を促進するために, われわれ

は, 区庁, 省および官公庁に対してあらゆる種類の購入を完全に優先的に生産協同組合 (������������������������) からおこなうよう勧めるべきであると信じている｡
こうした措置のもつ重要性について, それがもたらす利点について, また, われわれがその

ために戦っているもろもろの権利の観点からしてそれがもつ高い徳性については, くどくど述

べるまでもない (＊�������未整理文書)｣ (『����』 ���‒���ページ)｡
｢すでに存在していた生産協同組合 (����������), つまりブリキ工協同組合, サン＝モール

街��番地の治金業協同組合, ヴォルブ, マレシャル鋳鉄工同盟ユニオン

, ……に仕事が回された｡ また,

印刷一般協同組合はいわば 《市立
コミュナル

》 印刷局であった｡ やはり労働組合評議会
シャンプル・サンデイカル

の梃子入れによっ

てつくり出されたもの, たとえば仕立工 (少なくとも一区に一つ参加団体が存在), 室内装飾

工, 建築金具工, 皮革労働者, 獣脂溶蝋
ろう

工……の協同組合にも仕事がまわされた｡

獣脂溶蝋工同職組合のメンバーたる下記署名者を一方とし, 労働・交換省への代表員および

商業委員会代表委員を他方とする両者は,

以下のような含意をみた｡

第１条｡ 獣脂溶蝋工協同組合 (�����′��′ �����′������) は, コミューンの責任で屠殺される
家畜からとれる枝状獣脂の全面取得について入札する (……)｡

第６条｡ 組合は, その規約が要求している通り, 臨時雇いの労働者は一人として採用しない

ことを約束する｡ 全員が協同組合に対して権利および義務の面で平等である｡ 全員が, しかも

力が尽き果てるまでは労働組合評議会加盟者の一員に数えられねばならない (……)｡

第９条｡ 去る５月��日付の公安委員会の決定にしたがって, 組合はラ・ヴィレット屠殺場の
円形建物, ならびにその付属施設すべてを占有する (……)｡

第��条｡ 労働・交換委員会は当該組合に����フランの信用貸しをおこない, この金額を組合
は期限三ヵ月で返済することを約す (……) (＊�������未整理文書)｡
そのうえ協

ア

同
ソ

し
シ

た
エ

労働者は, コミューンという彼らの国家が, 生産革命という任務を担う彼

らを助けないことに納得がゆかなかった｣ (同, ���ページ)
｢ パリ市馬具工同職組合

コルボラシオン

第17区

本同職組合の代表は, ゴディヨ会社といったような搾取者に馬具製造の仕事が任されるので
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はなく, 生産協同組合 (������������) を設立しうるような労働者自身にその仕事が与えられ
るよう要求する (……) (＊�����������)｡ 仕立工のあいだでも同様であった｣ (同, ���‒���ページ)｡
その二は, 資本家的企業家の労賃引き下げを意図した単価切り下げによる受注に対し, 適正

単価による取引契約を遵守させる等々の諸措置である｡

｢以下に署名した市民にして, ����年の革命はプロレタリアートの解放を基礎としていると
つねにみなしているわれわれは, 否応なしに資本家の反動によって労働を罷

や

めることを無理強

いされている｡

われわれはルボルニュ君が仕立工生産協同組合 (�����������) なるものの名において�����
点の上っ張りおよびズボンの取引契約を手に入れたことを, 諸君に報告させていただく｡ 経

ア

理
ン

部
タ

代
ン

表
ダ

委
ン

員
ス

は, 資本家的企業家の方が安価で取引契約を結びうるとの口実で, われわれとの取

引契約を破棄した｡ どのようにすれば資本家的企業にそうしたことが可能なのだろうか｡ 同意

したくもない事柄である｡ 労賃を引き下げることによってのみそれは可能なのだ｡ しかも, 取

引契約を継続すべき責任を負っている市民 [経 理 部
代表委員] がわれわれに対して言い立てた目的は少

しも達成されはしない｡ 資本家は, 市場価格の低下に応じて次第に労働を減少させることによ

って, つねに同じ利益を得るからである｡

プロレタリアートの解放を望み, またそれを基礎にして達成されたばかりの偉大な革命を確

立することをも望む人びとによって生産協同組合 (������������) が庇護されるならば, 事態
はまったく反対のものとなるであろう (＊�����������)｡ フランケルおよびベルタンはこ
れに対して適切な命令を下した｣ (同, ���ページ)｡
これらの経済・社会的諸措置も �可能な�共産主義にむけての必要な一環であったが, それ

が実施にむかったのもコミューンの存在があったからである｡ であるがゆえに, �・ルージェ
リはいう｡

｢コミューンのおかげで｡ というのも, コミューンは筋金入りのプルードン主義者の思い描
・・・・・・・・・

いていた解体
デコンボゼ

された虚弱な非
ノン

＝国
エ

家
タ

ではなく 《コミューン団体は, 労働の解放を実現する手段

として自分の政治組織を創出する絶対的権利》 だからである｡ 全員がその点について意見の一

致をみていた｡

フランケル ３月��日の革命は労働者階級によってなされた｡ もしわれわれがこの階級の
ために何もしないのならば, 私にはコミューンの存在理由がわからない｡

５月��日に, まさしく協同組合 (�����′������) となるべき形態のもとでの劇場 (芸術家は

生産者なのだ) の再組織化が議論されたときに, ヴァイヤンはこう述べた｡

国家がコミューンを自称するとき, 国家はしばしば介入しなければならず, しかも正義と自

由の名において介入しなければならない (……)｡ われわれは至るところに社会主義的な施設

(�′������������������������) を創ろうと努めなければならない｡ ��世紀革命の特徴は, 生産
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物が存在するところではどこでも, 生産者が完全に報われることを内容としている｡ 芸術にお

いては, 搾取はおそらく作業場における以上に恐るべきものであろう｣ (同, ���ページ)｡
しかしコミューンの存在理由が社会主義的な施設を創造するために国家が介入するところに

あるとしたならば, ラッサール式の国家扶助による生産協同組合の創設とどこが異なるのであ

ろうか｡ 労働者生産協同組合の国家社会主義的変質はいかにしたら防止しうるのであろうか｡

こうした疑問が生じうる｡

これに関して�・ルージェリは放棄工場の徴発令が採択されたのと同じ日の４月��日付のイ
ンターナショナルの新聞 『レヴォリュシオン・ポリティーク・エ・ソシアル (政治的・社会的

革命)』 紙のセライエ��) の論説を掲げて, この問いに対して解答している｡ そこでこのセライ
エ論説をみておこう｡

｢ 経済的見地での国家の役割について

労働者階級が政治の舞台に登場したばかりの現時点にあって, われわれは労働者に対して国

家が負う責務について想起することは無益だとは思わない｡ そうした考えはさまざまの著作の

なかですでに表明されてきてはいる｡ しかしながら, かくも長いあいだフランスを圧迫してき

た帝政の反啓蒙主義の支配がそうした考えの普及を妨げてきたがゆえに, この主題に立ち返る

ことが重要だとわれわれには思えるのである｡ そのうえ, 国家の役割 一部の自称社会主義

者は国家の廃止を要求している に関する見解が多様であるがゆえに, われわれはくどくど
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��) 前掲モロク編 『パリ・コミューン』 ｢コミューンの活動家たち｣ から｡
｢セライエ, オーギュスト (����‒����) フランスの労働者 (型工), 第一インターナショナル

会員｡ パリ・コミューン議員｡

少年時代に, 父とともにイギリスにいく｡ ����年, ロンドンに在住するフランス人支部のセクト主
義的・冒険主義的戦術に反対するマルクスの闘争を支持｡ ����年��月��日, インターナショナル総評
議会員に選ばれた｡ ベルギー, スペイン担当通信書記の任務をおこなう｡����年９月４日の革命後, 総評議会の全権代表としてパリに派遣される｡ 各区監視委員会や��区中
央共和委員会の組織に積極的に参加｡ 国民軍第���大隊に将校として勤務｡ インターナショナルパリ
諸支部の活動を活発化し, ��月��日の蜂起の準備に引き入れようとして, 部分的にはブランキ主義者
に依拠するあたらしい連合評議会の組織を結成｡ これによって連合の一時的分裂がおこり, 連合は����年１月に解消したが, それは主としてヴァルランおよびフランケルによって支持されたセライエ
の努力によるものであった｡ 国民議会の選挙準備で大きな活動をやる｡ ����年２月末, ロンドンに戻
り, 総評議会の会議で詳細な報告をおこなう｡

３月��日の革命後, ふたたびパリに派遣され, コミューンの崩壊まで残留｡ ４月��日の補欠選挙で
コミューン議員に選ばれた (第２区選出)｡ ４月��日から労働・交換委員会委員のフランケルととも・・・・・

に, 労働者に休止工場を与えるコミューンの法令を実行｡ 公安委員会設置に反対投票｡ 『少数派』 宣

言に署名｡

コミューンの敗北後, イギリスに亡命｡ 欠席裁判で死刑の判決を受ける｡ ����年秋, 総評議会フラ
ンス担当通信書記に選ばれる｡ インターナショナルのロンドン協議会 (����年) とハーグ大会 (����
年) の代議員｡ マルクスの方針を支持し, バクーニンとギヨームをインターナショナルから除名する

ことに賛成投票｡ ����年, インターナショナルイギリス評議会議員になる｣ (���ページ)｡
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と述べなければならない｡

平和的なやり方で社会問題を解決するには, 言葉を変えれば資本と労働とのあいだの対立を

根絶するには, 国家は何をなすべきなのか｡

まず第一に, われわれは同職組合的
コ ル ボ ラ テ ィ ブ

生産協同組合 (������������������������) に対して労
働用具獲得の手段を提供することによって, それらの生産協同組合の発展を援助し容易にする

ことは国家の役目である, と思う｡ 国家は, 労働者保護のために必要なあらゆる措置を法律に

盛り込み, またそれらの措置の実施を監視しなければならない｡

しかし, 同職組合的協同組合の組織化を援助し容易にすること, および労働者保護をわれわ

れはどのように理解すべきなのか｡ ボナパルト [ナポレオン三 世] はこれらの制度を援助し, 保護し

た｡ われわれが語らねばならないのは, たしかにこうした介入のことではない｡

われわれにとって国家による保護は, 次のような意味のものである｡ すなわち, 社会を構成

する共同体 (����������′) の各人に対して課せられる, 各人の能力の自由な行使および自
由な発揮を その自由が他者に対する侵害を含まない範囲で 保証する義務である｡

しかしこうした保護だけでは十分ではありえまい (……)｡ 必要なのは, 個人が市民にふさ

わしい生活を手に入れえない場合に, 国家が, 可能なかぎりあらゆる手段を用いて介入するこ

とである｡

社会組織
システム

は, 《各人にその要求に応じて》 与えることを任務としていることを忘れてはなら

ない｡ しかも今日, 自己の政治的・社会的解放を達成するためにもっとも援助を必要としてい

るのは, 最大多数を占める階級, 賃金労働者階級であることを誰が否定しうるであろうか｡

他方, 資本と呼ばれているものの起源を考察していただきたい｡ そうすれば, 正義による平

等の支配の到来を早めるために国家介入が必要であることがわかるであろう｡

資本に関して一般に認められている考え方がどのようなものであれ, 節約され蓄積され, ま

たその後の生産的労働に充てられた一定量の労働を資本が表象していることについては, すべ

ての人が意見の一致をみている｡ しかしわれわれはこう尋ねよう｡ 誰が資本によって表現され

る労働を提供したのか, と｡ 資本をもっている人びとであろうか｡ 製造業者, 大商人, 大土地

所有者は, 彼らの節約, 彼らの活動, 彼らの先祖の節約や活動のおかげでこの資本を手にして

いるのであろうか｡ 明らかに否, である｡ (……)

どうして, 日に日に資本があきれるばかりの割合で増加する一方で, 支払われる賃銀が同じ

割合で減少し, ついにはかろうじて大衆のぎりぎりの生計費を満たすだけになっているのであ

ろうか｡

これを改善するのがコミューン政府の役目なのだ｡ このテキストは, インターナショナルの

新聞 『レヴォリュシオン・ポリティーク・エ・ソシアル (政治的・社会的革命)』 紙４月��日
号に出た｡ それは�・�の署名をもつが, このイニシアルは, 国際労働者協会, および�・マ
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ルクスによってロンドンからコミューンのもとへ派遣された密使たるオーギュスト・セライエ

のものでしかありえない｡ そのマルクスは一ヵ月後にパリ・コミューンの社会的成果をこう称

賛している｡ 『それは収奪者に対する収奪を目標としていた｡ それは, 現在, 主に労働を奴隷

化し搾取する手段たる生産手段, すなわち土地と資本とを自由な生産協同組合労働の純然たる

用具に変えることによって, 個人的所有を真実にしようと望んだ』 と｡ これは４月��日の政令
の精神についてのもっとも正確な解釈ではないであろうか｣ (同, ���‒���ページ)｡�・ルージェリはすでにみたマルクスの 『内乱』 の本文において ｢�可能な�共産主義｣ を
叙説した一節こそ ｢４月��日の政令の精神についてのもっとも正確な解釈｣ であるとみなして・・

いるが, そのルージェリの解釈は上来の検討からしても正当であろう｡ では, セライエ論説は

何を語っているのであろうか｡ やや論理の展開が錯綜しているが, 主旨は, 以下のように整理

できよう｡

すなわちコミューンはバクーニンのアナーキズム＝無政府主義が唱える即時の国家廃止の立

場はとらないこと, 資本＝蓄積された労働は労働者の労働が生み出したものであるのに当の賃

金労働者階級はぎりぎりの生計費しか得られず市民にふさわしい生活を手に入れえない状態に

あること, それから抜け出すためには労働用具獲得の手段を提供することによって労働者生産

協同組合の発展を援助し容易するのが国家の任務であること, しかし労働者生産協同組合の組

織化の援助はボナパルトの行なったような協同組合の自治を許さない介入であってはならない

こと, コミューンの国家による保護とは ｢社会を構成する共同体の各人に対して課せられる,

各人の能力の自由な行使および自由な発揮を その自由が他者に対する侵害を含まない範囲

で 保証する義務｣ に限定されることである｡

そこでこうみてくると, コミューン国家はまずもって市民に対する生存権を保障するための

介入をおこなうが, その保護の主眼は協同組合諸団体の他の協同組合諸団体に対する侵害の防

止, 協同組合諸団体のあいだのセクト的利害・特殊的利害の対立の揚棄にあるとされているの

であって, ここにはエタテイスム＝国家管理・国家社会主義の影はない｡

６) 労働者生産協同組合の自主管理の現実

それでは徴発された放棄工場が労働者生産協同組合に引き渡されたとき, 企業経営はいかに

なされたであろうか｡ 最後にその実態をみておこう｡ まず�・ルージェリは徴発によって収用
された工場はプロス鋳造所のみであると述べたのち協同組合工場の自主管理の実情を, 以下の

ように記している｡

｢実際の収用は１件しか, かつては労働者協同組合であったが数年前に代表者が組合員の所

有権を奪うことによって不当にわが物としていた第��区のプロス鋳造所の収用しか存在しなか
ったのである｡ それは報復だったのだ｡ 《自主管理

オートジェスティオン

》 が存在したとしても, その規則はむしろ

厳しいものであったことを言い添えておこう｡
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作業場への入場時刻は夏は午前６時, 冬は７時と決められる (……)｡ ６時��分 (あるいは

７時��分) になっても入っていない組合員 (�����′������) はもう７時 (あるいは８時) ちょう

どにしか入ることはできず, またその時刻になってもいなければ, その組合員は半日を無駄に

することになる｡��時から��時まで１時間の食事時間が与えられる (……)｡
酩酊状態で作業場に現われた組合員は皆, その後の労働時間に関しては自宅に戻される｡ １

ヵ月のうちに３度同じ過ちを繰り返したならば, その組合員は協同組合 (�����′��′) から追放
されることがありうる｡

組合員は, 総会で承認された作業場長の与える指図にもとづいて作業を遂行しなければなら

ない｡

作業場内での組合員同士の口論はけっして黙認されない｡ それが起こりかねない場合には,

揉め事があまりにも重大ならば合同評議会 (����������′����) がその揉め事にかんして判断を
下さねばならない｡

心のいらだち, ないし怒りの行動から, 委ねられている道具あるいは鋳型を壊してしまった

組合員は皆, その弁償の義務を負う (……)｡

補
・

随意に食後１時間 [の休息] が与えられるが, 各組合員は月に５回しかそれを利用しえない｡

組合員の酩酊状態は４名の仲間および作業場長によって確認されなければならないものとす

る (＊�������未整理文書)｣ (『����』, ���ページ)｡
柴田氏も 『パリ・コミューン』 でルーヴルの武器製造工場とプロス鋳造所の二例を引いて,

つぎのように述べている｡

｢労働・交換委員会の社会主義政策は, 民衆のあいだからだされた国防上の愛国主義的な要

求, あるいは生活のため仕事を求める要求を, 『労働の組織化』 という社会主義的方向へむけ

ようとしたものであり, いわば民衆運動のなかにある自然発生的な要素を社会革命のエネルギ

ーとして, 労働者による生産の 『自己管理』 へ方向づけようとするものである｡

しかし, この政策方向と民衆意識とのあいだにズレが生じた｡ このズレは, 労働規律を要求

する社会主義立法と近代的規律をきらう伝統的気質の当時の労働者とのズレとしてあらわれた｡

ロセルの 『回想録』 によれば, ルーヴルの武器製造工場の責任者となったアヴリアルは, 国民

衛兵の場合とおなじような無規律が労働者のあいだにあることを歎いたという｡

『工場長や職工長は選挙で任命される｡ 木曜日には集会があり演説がなされ, 工場長が替え

られる……｡ 彼らは好きな時間にやってきて, おしゃべりをし, 働かない｡ このあいだじゅう,

一般的な費用はかさんでいるのだ』｡

企業家に放棄されて労働者の 『自己管理』 となったプロス鋳造所の規律は, 出所・退所時間

を厳重に定めたうえに, 次のような規定がある｡
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『酔っぱらって仕事場にあらわれた組合員は, 残り時間を自宅にもどされる｡ １ヵ月内に３

度累犯があれば, 組合から除外されることがある……｡ 仕事場内で組合員同士の討論は厳禁さ

れる……｡ 短気や怒りにかられて受持ちの設備や模型をこわした組合員は, その弁償をさせら

れる……』｡

自然発生的な創意を尊重する 『自己管理』 の原則の礼賛者にとって, この 『権威主義的』 な

運営面の必要性は予期しない事態であり, 矛盾であったろう｡ これは後世の社会主義における

官僚制の問題を予想させるものであった｣ (���‒���ページ)｡
コミューンの運命の帰趨が定まらないなか というよりコミューンの敗北の色濃いなか,

資本家の兵営的規律が崩壊したのち, 自主的労働規律を創造するにはあまりにも時間が不足し

たことからすれば, 労働規律・労働モラルの弛緩は理解しうるが, やはり ｢ローマは一日にし

て成らず｣ の感がある｡ この実情から柴田氏は ｢後世の社会主義における官僚制の問題を予想

させるもの｣ であったというのであるが, この場合の ｢後世の社会主義｣ とはソ連型国家社会

主義が想定されていたと思われるから, コミューンの協同組合社会主義の実験とは同日の談に

はなりえないが, それでも協同組合官僚制の問題は存在しているのであってみれば, 頂門の一

針ではある｡ しかし, ここから教訓を汲みとるとすれば, 労働者階級は ｢労働の奴隷制の経済

的諸条件を自由な生産協同組合労働の諸条件と置き換える｣ ｢経済的改造｣ には ｢時間を要す

る漸進的な仕事でしかありえないこと｣ を ｢知っている｣ (前掲 『内乱』 国民文庫, ���ページ),
別言すれば ｢自分自身の解放を成し遂げ, それとともに, 現在の社会がそれ自身の経済的作因

によって不可抗的に指向している, あのより高度な形態をつくりだすためには, 労働者階級は

長期の闘争を経過し, 環境と人間をつくり変える一連の歴史的過程を経過しなければならない

ことを, 彼らは知っている｣ (同, ��ページ) というさいの知を立脚点とすること, その知を
立脚点として新たに労働者生産協同組合の根拠地の創造を再出発させること, 労働者権力＝コ

ミューン権力獲得以前の資本主義のもとで労働者生産協同組合が次々と労働者アソシエーショ

ンを産む拡大再生産―資本主義的総再生産過程への漸進的滲透の戦略路線を遂行するなかでの

自由な生産協同組合労働の自己組織化にもとづく実地の教育・訓練の積み上げをもってするほ

か自主的労働規律の創造 自主管理は期しえないないであろう｡
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